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一
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イ
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定
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携
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携
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概
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携
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概
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と
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イ
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イ
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迷
携
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携
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携
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は
じ
め
に

戦
後
日
本
で
策
定
さ
れ
て
き
た
「
全
国
総
合
開
発
計
一
期
〈
以
下
、
「
全

総
」
と
呼
ぶ
)
」
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
建
設
事
業
(
以
下
、
「
事
業
」
)

の
方
針
を
内
外
に
一
不
し
て
き
た
c

筆
者
は
政
府
機
関
や
そ
の
他
の
政
策

ア
ク
タ
ー
が
政
策
決
定
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
相
互
に
影
響
を
与
え

合
う
か
と
い
う
テ
ー
マ
を
継
続
し
て
研
究
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
法

律
(
あ
る
い
は
法
的
に
正
当
化
さ
れ
た
政
府
見
解
)
に
代
表
さ
れ
る
フ

ォ
ー
マ
ル
な
ル

1
ル
以
外
に
も
「
政
策
信
念
・
慣
背
・
ル
ー
ル
」
と
い

っ
た
政
策
ア
ク
タ
ー
の
動
き
を
規
定
す
る
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
結

論
に
い
た
っ
て
い
る
(
山
間
・
二

0
0
四
)

C

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
さ
ら
に
進
め
、
グ
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

に
人
々
の
関
係
を
規
定
す
る
政
策
信
念
、
及
び
慣
習
・
ル

i
ル
。
を

「
ア
イ
デ
ィ
ア
」
と
定
義
し
、
全
総
を
題
材
に
「
ア
イ
デ
ィ
ア
」
が
政

策
決
定
に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る

Q

こ
の
視
点
に
立
っ
て
全
総
の
政

策
決
定
に
お
け
る
ア
リ
ー
ナ
を
記
述
・
分
析
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的

で
あ
る

G

全
総
を
対
象
に
し
た
諸
論
文
を
見
て
ゆ
く
と
、
主
に
次
の
四
つ
の
類

型
へ
と
分
類
が
可
能
で
あ
る
。

一
つ
日
は
、
結
果
論
・
規
範
論
的
な
視
点
に
立
っ
て
全
総
の
計
画
内

容
と
そ
れ
に
伴
う
事
業
実
績
と
の
照
合
を
行
な
い
、
実
効
性
の
点
で
自

に
見
え
る
効
果
を
あ
げ
て
来
た
と
は
言
え
な
い
と
す
る
「
事
業
実
綴
，

A 

規
範
重
視
論
」
で
あ
る
(
例
え
ば
、
北
原
・
一
九
九
四
、
本
部
・
一
九

九
四
、
手
段
?
一
九
九
一
、
中
村
・
一
九
八
七
、
山
崎
・
一
九
九
八
)
。

二
つ
口
付
は
、
主
に
官
僚
組
織
の
内
部
作
業
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
も
の

と
し
て
全
総
を
佼
覆
付
け
る
官
(
僚
)
の
作
文
論
と
、
こ
れ
に
対
抗
す

る
政
(
治
家
)
に
よ
っ
て
政
策
決
定
の
最
終
局
闘
で
大
き
く
変
容
さ
せ

ら
れ
、
政
官
ア
ク
タ
ー
の
力
関
係
に
よ
り
計
爾
が
集
約
さ
れ
て
ゆ
く
と

見
る
「
政
と
官
の
綱
引
き
決
定
論
」
で
あ
る
(
御
厨
・
一
九
九
五
、
一

九
九
六
、

N
I
R
A
-
一
九
九
六
、
下
河
辺
・
一
九
九
聞
な
ど
)

0

こ
れ
ら
に
対
し
、
一
一
一
つ
日
が
「
政
策
ア
リ
ー
ナ
・
連
合
論
」
で
あ
る

(
北
原
書
一
九
九
四
、
町
村
・
一
九
九
四
、
山
岡
・
・
一

0
0
悶
)
。
こ

れ
ら
は
総
じ
て
、
利
容
関
係
者
の
諸
利
益
の
調
整
・
統
合
と
い
う
機
能

を
果
た
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
と
し
て
、
全
総
の
意
義
を
評
価
す
る
。

四
つ
日
は
、
策
定
中
の
全
総
に
対
し
て
政
策
提
言
を
行
な
う
論
文
が

存
在
す
る
(
日
本
開
発
銀
行
図
土
政
策
チ
ー
ム
編
(
一
九
九
六
)
、
矢

田
(
一
九
九
九
)

)

ο

前
者
は
、
当
時
策
定
中
の
計
画
を
取
り
巻
く
環
境

の
変
化
を
絞
り
上
げ
、
読
み
手
と
共
有
す
る
た
め
の
新
た
な
認
識
枠
組

の
提
示
と
、
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
た
い
く
つ
か
の
提
言
を
ま
と
め
て
い

る
。
後
者
は
計
画
中
の
全
総
に
審
議
会
(
計
副
都
会
・
専
門
委
員
会
w

w
G
)
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
関
わ
り
、
そ
の
政
策
過
程
の
記
述
や
、
閉
附

与
し
た
経
験
か
ら
知
り
得
た
デ

i
タ
を
記
録
し
て
い
る
。
特
に
、
政
策

を
め
ぐ
る
解
釈
に
は
そ
れ
ぞ
れ
巾
が
あ
る
(
策
定
に
関
わ
っ
た
メ
ン

バ
ー
関
で
も
必
ず
し
も
共
有
さ
れ
て
い
な
い
)
こ
と
を
指
械
し
て
お
り



興
味
深
い
。
こ
の
二
つ
の
論
文
は
、
政
策
を
め
ぐ
る
争
点
や
、
現
状
認

識
の
枠
組
・
優
先
順
位
、
と
い
っ
た
政
策
を
左
右
す
る
要
因
を
扱
う
「
認

識
枠
組
・
政
策
論
」
で
あ
る
。

「
事
業
実
績
・
規
範
重
視
」
論
は
、
か
実
効
性
4

を
重
視
す
る
こ
と

か
ら
、
新
制
度
論
的
な
影
響
力
(
広
義
の
制
度
)
を
捉
え
よ
う
と
し
て

い
な
い
。
「
政
と
官
の
綱
引
き
」
決
定
論
は
、
主
ア
ク
タ
ー
の
行
為
・

言
説
に
意
図
を
含
め
た
分
析
を
展
開
し
て
お
り
、
本
稿
と
着
眼
点
が
類

似
し
て
い
る
。
し
か
し
「
ア
ク
タ
ー
問
の
関
係
の
変
化
」
と
い
う
新
制

度
論
的
な
影
響
力
(
広
義
の
制
度
)
の
分
析
が
政
官
の
綱
引
き
に
集
中

し
て
い
る
点
か
ら
グ
政
策
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
d

を
網
羅
し
て
い

る
と
は
一
言
い
難
い
。
「
認
識
枠
組
・
政
策
論
」
で
は
政
策
過
程
論
に
は

重
点
が
置
か
れ
ず
、
前
者
は
そ
れ
を
検
討
せ
ず
、
後
者
は
五
全
総
の
策

定
過
程
で
知
り
得
た
事
実
関
係
の
整
理
に
と
ど
ま
り
、
政
策
決
定
を
と

り
ま
く
環
境
を
作
り
出
し
て
い
る
「
金
総
」
と
い
う
し
く
み
の
一
般
化

は
行
な
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
「
政
策
ア
リ
ー
ナ
・
連
合
論
」
が
提
示

し
て
い
る
問
題
提
起
は
次
の
点
で
筆
者
の
問
題
意
識
に
合
致
す
る
。
つ

ま
り
、
政
策
決
定
の
た
め
の
討
議
の
た
め
の
政
策
ア
リ
ー
ナ
が
、
政
策

決
定
を
と
り
ま
く
環
境
、
あ
る
い
は
新
制
度
論
で
言
、
っ
と
こ
ろ
の
か
広

義
の
制
度
u

を
提
供
し
て
い
る
側
面
、
あ
る
い
は
政
策
出
力
に
与
え
る

影
響
と
い
っ
た
「
金
総
と
い
う
し
く
み
が
持
つ
機
能
」
に
着
目
す
る
点

で
あ
る
。

ウ
二
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

(
H
第
五
次
全
国
総
合

開
発
計
画
)
」
(
以
下
『
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
と
す
る
)
が
閣
議
決
定

さ
れ
た
の
は
一
九
九
八
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
新
聞
は
、
全

国
総
合
開
発
計
画
が
最
後
に
な
る
グ
総
決
算
μ

と
し
て
位
置
付
け
て
い

る
品
目
本
経
済
新
聞
』
一
九
九
八
年
一
一
一
月
一
一
六
日
(
夕
)
二
面
、
同

一
一
一
月
三
一
日
二
面
)
。
内
容
と
し
て
は
、
過
去
四
次
に
わ
た
る
全
総
の

「
開
発
志
向
」
を
批
判
し
、
『
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』
に
よ
る
負
の
遺

産
の
精
算
の
為
の
新
た
な
開
発
手
法
が
期
待
さ
れ
た
。
だ
が
提
示
さ
れ

た
計
画
に
対
し
て
マ
ス
コ
ミ
は
「
投
資
規
模
や
優
先
順
位
も
開
明
示
せ
ず

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
緩
列
し
た
」
(
『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
九
八
年
一
一
一
月

ニ
七
日
(
朝
)
一
一
一
面
)
と
し
て
、
指
針
を
示
せ
な
い
ば
か
り
か
、
従
来

の
開
発
手
法
を
踏
襲
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

で
は
は
た
し
て
、
こ
の
「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
を
も
っ
て
「
政
府

主
導
に
よ
る
国
土
計
画
」
の
策
定
と
い
う
、
会
総
が
そ
れ
ま
で
受
け
持

っ
て
き
た
機
能
が
終
わ
り
を
告
げ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
現
在
も
、

中
央
官
庁
は
こ
の
計
画
の
点
検
作
業
を
進
め
る
だ
け
で
な
く
、
国
主
総

合
開
発
法
の
廃
止
、
こ
れ
に
代
わ
る
新
法
の
検
討
を
含
め
、
新
た
な
枠

組
を
模
索
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
全
総
」
の
名
称
が
つ
か
な
く
と
も
国

土
政
策
は
継
続
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
P

新
た
な

国
土
政
策
d

が
模
索
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
直
前
に
策
定
さ
れ
た
計

画
に
着
目
し
、
政
策
過
程
を
記
述
し
て
、
そ
こ
で
形
成
さ
れ
た
H

政
策

信
念
、
及
び
慣
習
・
ル
l
ル
d

を
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
は
意
義
が
あ

『
一
二
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
H
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
)
』
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)
二
八
三
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る
と
考
え
る
。

こ
う
し
た
立
場
に
立
ち
、
本
稿
で
は
拙
稿
(
山
田
・
一
一

O
O
五
)
で

行
な
っ
た
四
全
総
の
分
析
と
同
じ
枠
組
を
用
い
て
こ
れ
を
「
グ
ラ
ン
ド

デ
ザ
イ
ン
」
に
適
用
し

ρ
政
策
信
念
、
及
び
慣
期
臼
・
ル

i
ル
d

を
含
む

政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
を
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

分
析
の
枠
組
i

唱
道
連
携
モ
デ
ル
ぬ
適
用
と
概
説

一
一
|
一
唱
道
連
携
モ
デ
ル
の
概
要

唱
道
連
携
モ
デ
ル
に
関
し
て
は
拙
稿
(
山
悶
・
二

O
O
四
)
に
詳
し

い
の
で
、
こ
こ
で
は
概
要
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。
繰
り
返
し
に
な

る
が
、
本
稿
で
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
に
人
身
の
関
係
を
規
定
す
る
「
政

策
信
念
及
、
び
懐
習
・
ル
!
ル
」
に
着
目
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
着
目
し
て
政
策
過
程
分
析
を
行
な
う
に
あ
た
り
、
サ
パ
テ

イ
ア
広
島
σ邑
q
・
3
∞∞晴

3
3
)
が
提
唱
し
た
「
唱
道
連
携
モ
デ
ル
」

は
有
効
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
政
策
形
成
過
程
を
、
川
ま
ず
政
策

を
め
ぐ
る
政
策
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用

(
H
政
策
協
議
を
通
じ
、
政

策
信
念
を
共
有
す
る
グ
ル
ー
プ
間
で
の
学
習
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
)

に
よ
っ
て
政
策
の
集
約
が
果
た
さ
れ
る
側
面
を
記
述
す
る
。
同
時
に
、

川
政
策
を
取
り
巻
く
環
境

(
H
協
議
の
環
境
を
取
り
巻
く
要
閣
が
政
策

ア
ク
タ
ー
に
媒
介
さ
れ
、
政
策
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
る
環

境
)
が
政
策
に
及
ぼ
す
影
響
を
記
述
す
る
。

二
八
四

つ
ま
り
「
政
策
ア
ク
タ
ー
関
の
相
互
作
用
」
「
政
策
ア
ク
タ
ー
が
も

っ
環
境
の
認
識
」
と
い
う
政
策
ア
ク
タ
ー
の
持
つ
「
ア
イ
デ
ィ
ア
」
を

重
視
し
て
、
政
策
過
程
を
記
述
し
て
ゆ
く
枠
組
み
で
あ
る
。
こ
の
た
め

方
政
策
信
念
・
慣
習
・
ル
ー
ル
H

及
び
連
合
の
状
況
に
着
目
し
て
政
策

ア
リ
ー
ナ
を
記
述
す
る
本
稿
と
は
政
策
過
程
分
析
の
重
点
を
共
有
し
て

い
る
為
、
本
モ
デ
ル
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

次
に
、
唱
道
連
携
モ
デ
ル
の
概
要
、
及
び
用
語
の
定
義
を
示
す
。

ま
ず
、
行
動
七
依
H

が
活
動
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
「
政
策
サ
ブ
シ

ス
テ
ム
」
が
設
定
さ
れ
る
。

「
政
策
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
政
策
を
作
り
あ
げ
て
ゆ
く
入
力
の

場
で
あ
る
「
政
策
ア
リ
ー
ナ
」
と
、
そ
の
内
容
を
知
っ
た
政
策
ア
リ
ー

ナ
の
(
決
定
権
を
持
た
な
い
)
利
害
関
係
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
反
響
で

あ
る
「
イ
ン
パ
ク
ト
」
、
あ
る
い
は
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
が
公
に

告
知
さ
れ
る
「
出
力
」
と
を
含
め
た
、

N

政
策
の
誕
生
か
ら
公
開
ま
で
μ

を
含
ん
だ
一
連
の
シ
ス
テ
ム
を
指
し
て
い
る
。
(
サ
バ
テ
イ
ア
は
「
政

策
ア
リ
ー
ナ
」
の
概
念
は
提
示
し
て
い
な
い
が
、
著
者
は
、
ア
ク
タ
ー

が
情
報
交
換
と
連
携
グ
ル
ー
プ
の
形
成
を
行
い
な
が
ら
政
策
を
作
り
上

げ
て
い
く
場
と
し
て
呼
称
す
る
。
)

「
政
策
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
」
内
部
の
行
動
主
体
と
し
て
「
ア
ク
タ
ー
(
ま

た
は
政
策
ア
ク
タ
ー
)
」
「
連
携
グ
ル
ー
プ
」
「
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
の

三
者
が
存
在
す
る
。

「
ア
ク
タ
ー
(
ま
た
は
政
策
ア
ク
タ
ー
)
」
は
政
策
決
定
に
参
加
し



政策サブシステム外的要因

比較的安定的なシステム・指標

来(=外生要因・長期)
(1)-(3) 

l凡例I
太線:システム主要素
。:信念システム (a政策信念、

b資源)

:加筆策

て
い
る
個
人
・
団
体
を
指
す
。
「
連
携
グ
ル
ー
プ
」
と
は
、
政
治
勢
力

の
強
化
を
意
図
し
て
唱
道
連
携
を
し
た
政
策
ア
ク
タ
ー
の
一
群
で
あ
る

(
た
だ
し
、
逮
携
グ
ル
ー
プ
は
人
為
的
に
発
足
す
る
組
織
や
共
同
体
の

よ
う
な
存
在
で
は
な
く
単
に
グ
同
じ
政
策
指
向
性
を
も
っ
た
政
策
ア
ク

タ
ー
の
一
群
H

を
指
す
呼
称
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
)
0

「
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
と
は
競
合
す
る
連
携
グ
ル
ー
プ
の
簡
に
立
ち
、

議
案
を
と
り
ま
と
め
る
役
割
を
果
た
す
政
策
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
。

本
稿
で
述
べ
る
「
政
策
信
念
」
と
は
連
携
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
ご

と
に
共
有
さ
れ
て
い
る
P

政
策
に
関
す
る
主
張
の
ま
と
ま
り
H

で
あ
年
、

こ
う
し
た
「
政
策
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
(
及
び
政
策
ア
リ
ー
ナ
)
を
と
り

ま
く
環
境
」
を
外
生
要
因
と
呼
ぴ
、
ア
ク
タ
ー
が
外
性
要
因
の
中
で

グ問問題
d

と
し
て
認
識
し
た
も
の
の
み
(
ア
ク
タ
ー
の
フ
ィ
ル
タ
ー
)
、

外
生
要
闘
が
政
策
ア
リ
ー
ナ
に
影
響
す
る
。
い
い
か
え
る
と
ア
ク
タ
ー

に
媒
介
さ
れ
て
政
策
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
を
取
り
巻
く
環
境
が
形
成
さ
れ
る
。

「
政
策
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
」
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
サ
バ
テ
イ
ア

(ω
ち
邑
R
・

3
g
)
に
よ
っ
て
変
数
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
影
響
が
長
期
に
渡
る
変

数
、
中
短
期
に
影
響
す
る
変
数
の
二
種
類
に
区
別
さ
れ
る
。
(
関
1
、

左
側
「
比
較
的
安
定
的
な
シ
ス
テ
ム
・
指
標

(
H
外
生
要
悶
・
長
期
)
」
、

及
び
「
外
的
な
(
シ
ス
テ
ム
)
出
来
事

(
H
外
生
要
因
・
中
短
期
)
」
)
。

そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
で
示
さ
れ
た
詳
細
の
項
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
(
「
グ

ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
に
当
て
は
め
た
場
合
の
説
明
は
、
次
節
を
参
照
の

こ
と
)
。

国1:唱道連携モデル(一部、筆者の加筆を含む)

“General model of policy change focusing on adv田 acycoali司

tion within policy subsys旬ms"by Sabatier，1988， p.134 (Include 
“p紅tof touch''by au由or)
*宮川 (1995)によれば制約・資源とは"Id四 logy，lnforma-
tion，In島町田t"の三つの Iを指すとされる。

『
一
二
世
紀
の
閏
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
H
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
)
』
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
悶
)
二
八
五
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五
)

表 1: r外的要因jを示す変数{一覧)

比較的安定的なシステム・指標{長期の外生要因} 外的な(システム)出来事{中短期の外生要因}

1)問題領域(財)の基本的特性 1)社会一経済状況の変化 代等Ji
2)天然資源の基本的分布(西日す上) 2)統治i主繋グループの変化(政権交

3)基礎となる社会ー文化的価値鋭と社会構造 3)他の政策決定(他の政策サブシステ

4)基本的な憲政構逃 ム)の影響

出典:Sabatier(I988) p.134、( >内は筆者hrJ築

こ
の
モ
デ
ル
は
「
政
策
ア
ク
タ
ー

聞
の
グ
学
習
u

に
よ
る
政
策
信
念
の

形
成
過
程
」
及
び
一
政
策
ア
ク
タ
ー

へ
の
外
的
要
因
の
影
響
」
を
分
析
す

る
こ
と
に
よ
り
「
政
策
の
変
化
」
を

説
間
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は

設
い
か
え
る
と
「
学
期
間
経
験
と
し
て

の
『
参
加
』
」
(
刊
関
門

g
r
g弘
司

'

声

認
OG8・

3
3
)
に
焦
点
を
当

て
て
、
政
策
の
変
化
の
理
由
や
条
件

等
を
整
型
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い

え
る
。
い
わ
ば
、
異
な
る
立
場
・
選

好
を
持
つ
ア
ク
タ
ー
が
、
政
策
ア

リ
ー
ナ
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

他
の
ア
ク
タ
ー
の
主
張
を
知
り
、
自

ら
も
主
張
表
明
を
し
、
他
の
ア
ク

タ
ー
に
情
報
伝
達
(
日
つ
ま
り
、
相

互
作
用
)
を
行
な
う
と
と
も
に
、
政

策
志
向
を
共
有
す
る
共
同
体
・
組
織

が
形
成
さ
れ
る

(
H
唱
道
連
携
)
と

い
う
過
程
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
特
徴

が
あ
一
る
。

‘

.
t

、A

、

一…
F
ノ
」
ノ

以
下
に
「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
の
政
策
決
定
過
穏
の
分
析
を
行
な

う
に
あ
た
っ
て
唱
導
連
携
モ
デ
ル
を
取
り
入
れ
、
政
策
過
程
の
規
定
要

因
と
な
る
広
義
の
制
度
を
記
述
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

一一

l
二
分
析
の
手
順

開
明
道
連
携
モ
デ
ル
を
用
い
た
分
析
の
手
順
を
以
下
に
整
理
す
る
。

第
一
段
階
で
は
、
分
析
の
前
提
と
し
て
、
①
「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」

の
政
策
過
程
の
時
期
区
分
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
②
政
策
ア
リ
ー
ナ

を
取
り
巻
く
外
的
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
項
自
を
整
理
し
「
グ
ラ
ン

ド
デ
ザ
イ
ン
」
策
定
の
背
長
を
概
観
す
る
。

第
一
一
段
階
で
は
、
唱
道
連
携
モ
デ
ル
を
適
用
し
て
政
策
過
程
を
記
述

す
る
。
は
じ
め
に
、
①
政
策
ア
リ
ー
ナ
に
登
場
す
る
ア
ク
タ
ー
群
を
整

理
し
、
次
に
④
唱
道
連
携
モ
デ
ル
に
よ
り
政
策
過
程
を
図
式
化
し
、
競

合
す
る
速
携
グ
ル
ー
プ
を
特
定
す
る
。
次
に
、
⑤
調
査
・
審
議
内
容
に

基
い
て
逮
携
グ
ル
ー
プ
簡
の
「
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
」
の
変
化
を
時
系
列

に
整
理
し
、
⑤
「
政
策
方
針
の
変
化
」
に
関
す
る
過
程
を
、
政
策
ア
ク

タ
ー
の
相
互
作
用
と
政
策
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
働
き
か
ら
説
明
す
る
c

第
三
段
階
で
は
、
政
策
ア
ク
タ
ー
を
中
心
と
す
る
相
互
作
用
に
着
目

す
る
。
ま
ず
、
⑦
政
策
ア
ク
タ
ー
の
記
述
を
行
な
う
と
と
も
に
、
政
策

ア
ク
タ
ー
と
「
そ
の
他
ア
ク
タ
ー
」
と
の
相
互
作
用
を
確
認
す
る
。
そ

の
整
理
に
基
づ
き
、
@
政
策
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
が
政
策
変
化
へ
及

ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。



最
後
に
、
@
『
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』

い
て
か
会
総
の
機
能
。
を
述
べ
る
。

の
政
策
過
程
の
分
析
に
基
づ

分
析
の
前
提

本
節
で
は
分
析
の
前
提
と
な
る
策
定
過
穏
の
概
要
と
、
そ
れ
を
と
り

ま
く
環
境
要
因
を
整
理
す
る
。

三
l
一
策
定
過
程
の
概
要
友
ぴ
時
期
区
分

本
稿
で
は
分
析
の
前
提
と
し
て
、
審
議
会
で
の
協
議
の
プ
ロ
セ
ス
に

そ
っ
て
「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』
の
政
策
過
程
の
流
れ
を
、
次
の
五
つ

の
ス
テ
ッ
プ
ご
と
に
記
述
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
。
こ
の
区
分
の
考
え

方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

(
前
段
階
)

「
回
全
総
の
総
合
的
な
見
直
し
作
業
』
(
以
下
『
閥
会
総
総
点
検
」
の

開
始
(
一
九
九
二
年
一
二
月
)
か
ら
国
土
庁
に
よ
る
調
査
委
員
会
の
設

置
(
一
九
九
四
年
一

O
月
)
ま
で
。
(
以
下
、
「
準
備
」
と
呼
ぶ
。
)

(
I期
)

第
一
五
回
審
議
会
合
九
九
四
年
一
一
月
)
か
ら
「
基
本
的
な
考
え
方
』

の
公
表
土
九
九
五
年
一
二
月
一
一
日
)
ま
で

(
E期
)

「
基
本
的
な
考
え
方
』
に
対
す
る
各
回
の
意
見
聴
取
の
開
始
(
一
九
九

五
年
一
二
月
一
一
一
日
)
か
ら
「
検
討
報
&
口
』
公
表
(
一
九
九
六
年
一
二

月一

O
日
)
ま
で
。
関
係
各
層
と
の
調
整
を
行
な
っ
た
(
以
下
「
調
整

A
」
と
呼
ぶ
)
。

〈
置
期
)

W
G
の
立
ち
上
げ
(
一
九
九
六
年
一
一
一
月
二
四
日
)
に
よ
る
六
つ
の
重

要
課
題
の
検
討
開
始
か
ら
『
経
過
報
告
』
の
公
表
(
一
九
九
七
年
一

O

月一ニ
O
日
)
ま
で
。
「
行
政
改
革
」
と
の
調
整
を
行
な
っ
た
(
以
下
「
調

整
B
」
と
呼
ぶ
)
。

〈

W
期
)

「
経
過
報
告
」
の
公
表
以
降
(
一
九
九
七
年
二
月
)
か
ら
第
一
一
一
一
一
回

審
議
会
(
一
九
九
八
年
三
月
二
七
日
)
を
経
て
『
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』

の
閣
議
決
定
に
至
る
ま
で
(
一
九
九
八
年
三
月
三
一
日
)
(
以
下
「
決

定
」
と
呼
ぶ
)
。

以
上
の
時
期
区
分
の
考
え
方
に
も
と
づ
き
、
五
つ
の
時
期
ご
と
(
前

段
階
、
お
よ
び
、

I
期
1
W期
)
の
審
議
会
及
び
関
迷
組
織
の
動
き
と
、

そ
の
他
の
主
な
で
き
ご
と
を
次
に
整
理
し
た
。

T

二
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
H
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
)
』
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
間
)
二
人
七



表 2:策定過程の概要~ぴ時期区分

L一時一ー期--区分
主帯義 策定過程の概要 年月

前段階(準備) 審議会(第15悶)r間金総の総点検』に着手 ， 92.12月*

計画部会(部会長:下河辺i字、 30名人三つの専

， 92年11月~ 門部会設援([国1:構造(委員長:伊藤滋、 23名)J 
， 95年12月 「地域社会(委員長:成田頼明、 24名)JI自然環

境(委員長:吉良滋夫、 20名)J)。実質的“審議に

入る。
国土構造委 (10回)、地域社会委 (10間)、自然環

境委 (8回)開催

議審~ 
(-' 93. 6月まで)

審議会(第161溺)r開会総総合的点検中間報合j '93. 6 JJ市

公表
その後、合同専門委員会結成(委員長:伊藤滋、

委員の内20名で構成)
合同専門委員会(言十6同)による理事議 '93. 7月*

(-・94.6月まで)
審議会(第17限)H出会総総点検J公表 '94. 6月本

(間全総総合的点検調査部会報合一一新しい時代
のはじまりと悶土政策の課題)
関土庁 調査委員会を設置し、新たな関士総の調 同10/17
査、問土構造の検討開始

第二国土純情想推進協議会 '94.6/18 
(近織・中部・問問・九州の17府県8経済団体か

ら成る)第二国土軸の名称を「太平洋新国土軸」
とし報告書発表。『回全総総点検iに「新たな悶
t軸の構惣Jが盛り込まれたことを評価。
国土庁「東アジアエネルギー・情報ハイウエー構 同6/27
想jの検討に着手
関土庁「地方産業ビジョン研究会J(座長;石井 i司7/17
威繋慶大教授)設慢。新産・仁特等の地方振興法
の総点検、有望な藤栄の分散立地の方策等、産学

で検討
裕井県含む近畿2府 7際3政令指定者11市、際I:I-.rr 同8/9

他 に「意見書J提出。東京ー槌集中の是正、日本海
の 国土軸の形成等、要繋。

動き 間土lIt凶協会(建設省・同一土庁の外郭団体、会長 問8/17
井上孝東大名誉教授)がブロックごとに広域行政

を担当する「州会議!設緩求める提浸を発表
国土庁「陸i土計岡基本問題懇談会Jが凶金総総点 i詰]8/23
検で掲げられた「新しい理念Jの検討に着手
民l土庁「ブロック別懇談会j開催{国土庁事務次 Ir1J 9月

1i、地元自治体、経済界、文化人、地域おこし問
体代表らと、新たな金総のありかた、意見交換)
(中間・間関ブロック、東海.~tl議ブロック、|潟

東ブロック、関商ブロック)
I!f:1.:庁と九州各県、東九州申由般進機構らが共同で 阿9/29
地域迷携輸の調査に着手

筑
波
法
政
第
三
十
九
号

0
0五

人
Ji、



時 期 区 分 議 策定過程の概婆 年月

「中部21推進協議会J(松永亀三郎会長、中部経 ， 94.10/19 

他
済連合海、愛知、岐阜、静岡、長野5県と地元経
済界で構成)総会、矢田俊文(九大教授)が講演

の 「山陰活性化シンポジウムJ(鳥取、島根、山口 !n110/29 
動き の3県による)開催

伊藤滋(慶大教授)が講演するとともに、知事らが
日本海国土輸について討論

I期 (開始) 審議会(第四回)全国総合開発計画の策定を決定 ， 94.11/10 

(諮問)

'94.11月~ 言f商都会(第 1悶)全国総合開発計蘭iの策定につ '95. 1/12 

， 95.12/11 いて
計画部会(第2図)視点と問題意識 同2/16
計画部会(第3回)有識者ヒアリング(我が閣の 同3/14
国土をめぐる今後の長期的な展望)
専門委員会全体会合(第 1回) 同3/16
「専門季員会における調査事項とすすめ方について」
懇談会(第 1-2図)人口・経済の長期動向/地 同3/31
球規模の条件変化と同士づくり 4/10 
百十瞬部会(第4回)有識者ヒアリング(今後の長 問4/13
期的展望)
懇談会(第3図-6閲)人口減少・高齢化の下で 同4/18'19・
の地域社会/アジア地域の経済発展と国土/悶際 21・24
イヒと国土基盤/安全の観点からの自然とのかかわ
りについての再検討
計画部会(第5闘) 同5/11
地球社会の展望と国土、人口減少・高齢化と地域

審議会

社会
懇談会(第7倒-9岡)産業空洞化問題と産業構 同5/15・
迭の将来民望(1)/安全な国土づくり/価値観・ラ 15・25
イフスタイルの変とこれからの人身の暮らし
計画部会(第6回)安全な国土の形成 同5/26
専門委員会懇談会(第10岡)社会資本整備の展望 同5/29
と課題(1)
懇談会(第11悶)環境への負荷の少ない国土のあ 同5/30
り方(1)
審議会(第19凶)新しい全国総合開発計闘の策定 問6/9
作業状況
懇談会(第12-16回)中山問地域等の今後のあり 阿6/15・20・
方(1)/人口減少・高齢化と地域社会(2)/人口減 22・26
少・高齢化と地域社会 2)/環境への負荷の少ない
国土のあり方(2)/高度情報通信社会の構築が閤土
に与える影響等/産業空洞化問題と産業構造の将
来展望室(2)
専門委員会全体会合(第2回)国土の長期展望と 問6/29
主要計画課題(1)
懇談会(第17-18閥) 同6/30・
社会資本整備の展望と課題(2)/高度情報通信社会 7/10 
の構築に向けての政策課題
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時期区FT議 策定過程の概要 年月

計測部会(第 7回)経済構造変草と地域経済 . 95. 7/19 
懇談会(第19-20間) 同7/20・31
中山間地域等今後のあり方(2)/社会資本整備の展
認と課題(3)

箱根合宿(伊藤GX作業G) ホ 同8/3-5
専ー門委員会全体会合(第3間) |吋 9/5
国土の長期展望と主婆計闘課題(2)
計画部会(第8図)人と自然の共存と中1111務地域 問9/6
等の新しい位霞づけ
計画部会(第9位1)社会資本整備の展望と課題 i詰i19/22
専門委員会全体会合(第4回) 同9/25
新しい金総計闘に関する地方 a意見の聴取へ
言f爾部会(第10回)これからの悶土づくりと窪ま i百tl10/4

審議会

しい闘士構造の方向
専門委員会全体会合(第 5図) i司10/12
新しい全総計])!ijの基本的考え方スケルトン(案)
新しい国土づくりに向けた制度見直しの必要
言十蘭部会(第11問)新しい会総計画に関する地方 !可10/13
意見の聴取
計画部会(第12関)新しい全総計画の基本的考え !ffJ10/25 
方スケルトン(案)

専門委員会全体会合制岡)新し哨言ihl司11/17
基本的考え方(素案)

|刑法(第一団…一剛1/22
本的考え方(素案)
言十関部会(第14限)新しい全国総合開発言十到の基 民]12/4
本的考え方
審議会(第20倒)公表 ifiJ12/1l 
f21世紀の国土のグランドデザインー一一新・全国

総合開発計闘の基本的考え方』

「悶づくりシンポジウムj開催。間:1:計filii協会(升: . 94.11/25 
上孝会長)と各地方公共団体の共催、渡部与問自I1
(間協会墜事)講演、糠谷国土庁計爾・調整局長

らパネルディスカッション
国土庁「地域からの悶土づくり全国大会」開催(関 r，司11/29
土庁長官、官民17名)
「国土計額基本問題懇談会J(康長:香西泰)が iffJ12/28 

他
国二l:計閣の意点を発表。言十蘭在日会(1月)のたた

き台として、地域間格差是正→「多様性のある間
の

土の形成J示す
動き 「新近畿t誕生推進委員会J(すばる推進委良会委 . 95. 2/9 

員長・厳正敏大阪府企画調整部長)
広域連携紬・大阪湾ベイエリア開発を生かし広域
防災のグランドデザインを検討。 (4月1円 建
設省 熊本・長崎・鹿児島県が計画中の 3県架橋
を新交通軸の調査対象と発表)
関西経済人・エコノミストト会議による討論会っ i司4/14
大震災の教訓生かす。「統一テーマ:21世紀の国
家のグランドデサ、イン一一阪神大渓災を越えてJ



月寺i

. 95. 6/19 

向6月~
12月頃

l司7/10

[jjj 8/25 

向10月

i司11/7

. 95.12/12~ 
努 3/31

2/27・28I 

3/14・19・1

21・22・28

I司4/12

l百a2/22 

[i~ 3/29 

l可4/10

審
議

l司土/1"1東京都心のグランドデザイン」まとめる

(千代国・中央l両区を対象)
報告書は、東京都心地域のあり方に関する調査委

員会(f河辺委員長)による
各地でグランドデサ、イン、新首都、等に関する検討

徳島県環境委、大阪市、 121世紀の関西を考える
会J(関西の産官学でつくるシンクタンク、康長:

関西電力会長)、「関西産業活性化センタ-J、新

潟県、「長岡デザイン懇談会J、静岡県国土利用計
岡地方審議会、「北海道・東北21世紀構想推進会J
シンポジウムで専門委員含む学識経験者講演、名

古殿商工会議所による「東海樹新首都構想」最終

報告、「西日本経済協議会」が中部地方へ首都移
転推進、グローバル社会における関間像研究会(近

畿 2府 5県のシンクタンク33機関などで組織)に

よる「広域連合体」提言。
l日l:庁「会関地域づくり推進協議会総会J伊藤滋
慶大教授の講演・首長話し合い
運輸省 第七次空港繋備五ヵ年計画の中間報告ま

とまる)
「新首都推進懇談会J会長:村岡敬二郎(自民党)

の発言が『日本経済新聞Jに掲載)
日本開発銀行・日本経済研究所「新国土軸と鳥取」
講演会大西経東大教授の講演、地元経済人等が参加

策定過積!の概姿時期区分

他
の
動
き

び;{')五ジ蓮菅奪~: J:る国民

金室長虫掌並l
作業G (-昔日委員)七日悶土審議会|

(広島県三次市・兵庫県神戸市・佐賀県唐津市・
徳島県脇町・若手県花巻市・鳥取県米子市・栃木
県小山市・箆児島県国分市・北海道北見市・岐阜

県多治見市)
作業G都道府県・政令指定都市との意見交換会l
九州地区(福岡市)、沖縄地区(郊覇市)

作業G(一部委員)
一日国土審議会I(山形県沼関市・石川県輪島市)
作業G榔道府県・政令指定都市との意見交換会!

近畿地区(大津市)、北海道・東北地区(イlli台市)
中部地区(名古巌市)、関東地区(東京者~)、中国
地区(松江市)、凶[現地区(高知市)
運営懇談会， (又は遂営委民会、以下向じ。矢凶

(1999) p .96) 
専門委員会全体会合(第 7倒)国民各層からの意
見について、今後の検討の進め方について

言「闘部会(第15回)国民各j寝からの意見について

今後の検討の進め方について
小委員会;文化と生活様式(第 1回)国土計画1と
文化

審
議
会

E期(調整A)

. 95.12/12-
. 96.12/10 
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1I寺期区分 s守議梓 策定過程の概要 年)j

迷常懇談会*
小委員会;街づくり小委員会(第 1凶)都市整備 . 96. 5/24 

の基本的方向について/文化と生活様式小委員会 |司 4/23~26、

(第 2[!a) [司内観光の振興と地域のi活性化/文化 5/2・8
と生活様式小委員会(第 2凶)国内観光の振興と i
地域の活性化/人と自然小委員会(第 1鴎)流域
障の概念、凶土資源管理、多自然居住地域をめぐ
る考え方/文化とlt二活様式小委員会(第 3悶)文化

|を活かした特色ある地域づくり、地域活動を支え
る人づくり
計画部会(第161州各省庁ヒアリング(1)(厚生省、 l司5/9
労働省、法務省、警察庁、外務省)
小委員会;文化と生活様式小委員会(第4問) U 問5/14・17
本の農村の主主みと新しい展開、地域における情報
の活用/基盤づくり小委員会(第 2回)地域開の
連携・自立を1~すための機会平等の機保
;H関部会(第17凶) Il'i) 5/17 
各省庁ヒアリング開明通商産業省科学!
技術庁、文部省)
小委員会; i 1(1) 5/20・24
街づくり小委員会(第 2閥)ハード樹からみた都
市繋備の方向/地域経済小委員会(第 2[iJ)内発
型の産業育成等のための基盤づくりについて

議審会

計画齢(第18回)各省庁山
自治省、北海道開発庁、沖縄開発庁)
迷営懇談会事 問5/24
小委員会;人と自然小委員会(第 2制)流域樹に 同5/30
おける施策、多自然Yi!j-住地域の条件数備
言|幽11会(第附)各省庁ヒアリング(4)(迷輸省，1 1司5/31
農林水産省、建設省)
小委員会;文化と牛，ili様式小委員会(第5回)歴史・ i可6/6・
文化に絞ざしたL'ttj土像、美しい地域祭i淘の創出に 7・10
ついて/基盤づくり小委員会(第3倒)地域間の速
携・自殺tを促すための機会平等の確保について
( II )、社会資本投資のあり方/街づくり小委員会
(第3[8])都市・生活環境の整備/人と自然小委員会
(第3問)国土生態系の骨格形成について、循環塑悶
仁の形成
運営懇談会市 同6/12
小委員会;地域経済小委員会(第 3凶)地域の特 l民J6/14 
性・条件等を生かした経済基換の強化
専門懇談会本 [t1j 6/18 
小委員会;文化と生活様式小委員会(第 8悶)世 !司 6/21・
界に関かれた地域づくり、都市文化/街づくり小 25・26・28、
委員会(第 4!Hll検討状況中間とりまとめ(1)/基 7/1・2
織づくり小委員会(第4削)間際交通ネ yトワー
クと民U:矯造/文化と生活様式小委員会(第 7附)
検討状況中間とりまとめ(1)/自然小委員会(第 4
I可)海洋沿岸域の保全と利用、農業・農111漁村の
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策定過程の概姿

新たな展開/街づくり小委員会(第 5回)検討状
況中間とりまとめ(2)/地域経済小委員会(第 4閥)
産業に係る地域連携の推進及び広域国際交流関の
形成、企業による社会資献活動
専門委員会全体会合(第8悶)各小委員会の審議

状況報告について
i言村岡部会(第20闘)各小委員会の審議状況報告に
ついて(1)

運営懇談会. I 附 7/5
小委員会;人と自然小委員会(第 5岡)国土の安 11可7/8・9
全性の向上について・多様な自然の確保とミテイ
ゲーションについて、多自然居住地域の整備につ
いて、国土生態系の骨格形成について/文化と生
活様式小委員会(第8閥)検討状況中間とりまと
め(2)/地域経済小委員会(第 5悶)検討状況中間2とりまとめ 1 1怜 G 哨府即断同市との意i問7月胸~
見交換 1 10月中旬
計闘部会(第21問)各小委員会の審議状況報告(2)1 同7/15
専門懇談会事 l 問7/15
専門懇談会合宿市 11司 8/31~

9/2 
向9/26-
10/2 

同10/4
岡山/28

. 96. 7/2 

同7/4

年月

'12 

事手
議時 期 区 分

i言]11/20

中国及び韓国との意見交換

専門懇談会本
計画部会(第22@)国土政策について中国、韓国
と意見交換・都道府県・政令市との意見交換
計闘部会(第23削)r計画部会調資検討報告(素
案)Jについて
百十両部会(第24図II計商部会調査検討報告(案)J 同11/28

["]12/10 

l司6月

同 7 月 ~8 月

. 96. 1/25 

について
計画部会(第25問)r言|骨j部会調査検討報告Jに

「中間関サミットJ(第7回)広域的な経済閣の
形成を話し合う。 9知事(代理含む)、経済団体

代表が参加
地方の動き活発化
徳島県総合計闘審議会が徳島県のグランドデザイ
ン案発表、高知県政策総合研究所(理事長:原野

他 li隼係、高知市・ NIRA) が長期ピジョン発表、等
の|地方の経済問体、経済連合会による相次ぐ提言。
動|道経連、東北経連、中部経迷、中国経迷、北陸経
きli室、間関経連、九経連、関経連、及び経団連)r地

域の連携活発」と報道される。 /7月初日 関凶
経済連合会(JJ[上哲郎会長)が意見書「新しい国
土言i闘に向けてjを発表/近畿の自治体版グラン
ドデサ、イン「すばるプランJ改訂作業/r沖縄の

グランドデザインJ沖縄県
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時期区分(護 策定過程の概要 年Jj

新国土輸に関するアンケートの結果、金総理念.I . 96. 7 /25 ! 
整備の方策等、不満 I I 
(日本海沿岸地帯振興述懐、北海道・東北21世紀 I I 

構怨維進会議、太平洋新凶土中出構怒推進協議会) I 
その他国体の動きは次のとおり。近畿開発促進協I[riJl1月-12月
議会(近畿を中心とした自治体で組織、 i丘関協)
と関西経済連合会・関西経済i可友会・大阪商工会

他|議所が[関士計[繭に関するシンポジウムJ開催、

のI!調関として次期金総へ提言。/福井県 1211i1:紀縞
動|弁のグランドデザイン懇話会」設置/飯山市で「信
きi越地域連携シンポジウムJNIRA ~堅事長皇居f進保

氏講演/滋賀県鍛観審議会・県全体の景観グラン

ドデザイン再構築/山口県下関市「ド関港ウォー

ターフロント開発検討調査委員会」設置/I大阪
湾ベイエリア開発と世界都市関西・シンポジウム
にて伊藤滋慶大教授が講演、等。

同士庁 東京湾臨海地域の開発事長のたたき台を発 II"J11/26 
表。「首都間基本計'樹Jに構想を反映する予定

E期(関整B) WG (第 1凶) 6つの車要課題について 十96.12/24
閏土審議会(第21凶) I計画部会調査検討報告Jド97.1/10 
について ! 

作業G .. . _~I 凶 1/20~
24、28・29

. 9 (ì .12/24~ 
， 97.10/30 

i可1/31
[I'i] 2/6 

6つの重要課題について

タイ・マレーシアとの意見交換
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「…一

議議時期区分 策定過程の概要 年月

地方の経済関体等の計画は以下の通り '97， 61J ~ 7月
中I!l経済連合会 ru本Ilii:グランドデザイン」の作
成進める/青森商工会議所「中心商業地域のグラ
ンドデザイン案」まとめる/仙台商工会議所・仙

台都市撞lのグランドデザインに意欲。

関土審議会首都関整備特別委員会「首都圏基本計 同6月

他 画試論」まとめる

の 地方からの発言 同9月

動き 「悶民に希望を与えることは政治の業任」王子松守
彦大分県知事/r首都機能移転を明確に位置付け
てほしい」東i農地域への首都機能誘致中のi岐阜民1
棚橋普総合政策局長/島綴際社i雲市の総合開発若手
議会・中間報告。
[刀土庁と東京・千葉・神奈川の 6都i泉市による i 同11/14
「東京湾臨海地域グランドデザイン研究会」が基

本方針まとめ、首都圏基本計指iに反映させる予定

U期 (決定) (折衝・調整*) ， 97.10月~
， 98.3月まで

. 97.11月~

審議A、

自民党政務調査会政調審議会 '98. 3/26 
. 98. 3/31 国土審議会(第23回)r新しい会問総合開発計画 問 3/27

(案)Jについて

『グランドデザインj閣議決定 同 3/31
(21世紀のlJiJ:t:のグランドデザイン一地減の自立

の促進と美しい悶土:の創造)

一
l臼典主に除l土庁言tiilii・調整局編 (1998)、医lごI:rj"言!繭・調獲Mliti修 (1999)、一斉11r日本
経済新聞j(1987-2000)を参照した。叩[Jは矢削(1999)、※r.[J1ま日本開発銀行国土政策
チーム編(1996)を参照し加筆。

専門委員会全体会合
専門委員会懇談会=懇談会
専門委員会小委員会=小委員会
作業G'意見の聴取=ヒコ

l主l土審議会=審議会
巡営懇談会(主委員111;) 
専門懇談会(主委員+作業G)
所申書官庁・所轄課=作業G

(表記)

『
一
二
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
H
第
五
次
全
国
総
合
間
開
発
計
画
こ
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
間
)
二
九
五



筑
波
法
政
第
三
十
九
号
(
二

O
O
五
)

政
策
ア
リ
ー
ナ
を
と
り
ま
く
外
的
要
因
i
『
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ

イ
ン
」
策
定
の
背
景

次
に
、
政
策
ア
リ
ー
ナ
を
取
り
巻
く
外
的
要
因
を
と
し
て
「
グ
ラ
ン

ド
デ
ザ
イ
ン
」
で
該
当
す
る
主
な
項
目
を
検
討
す
る
。
本
稿
は
「
グ
ラ

ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
に
対
象
を
絞
っ
た
分
析
を
お
こ
な
っ
て
ゆ
く
た
め
、

長
期
に
わ
た
る
政
策
過
程
を
扱
わ
な
い
。
従
っ
て
、
外
的
要
因
(
長
期
)

に
つ
い
て
は
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
中
短
期
的
な
要
因
を
対
象
に

?レ

h
~

。
前
述
し
た
と
お
り
、
モ
デ
ル
に
従
え
ば
、
基
本
的
に
は
政
策
ア
ク
タ
ー

が
認
識
し
て
は
じ
め
て
政
策
ア
リ
ー
ナ
に
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
は
関
係
者
が
出
版
し
た
文
献
に
基
づ
き
、
資
料
に
掲

載
さ
れ
た
共
通
認
識
を
取
り
上
げ
た
。

四

「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』
の
分
析

「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
の
政
策
過
程

ー
1
1
唱
道
連
携
モ
デ
ル
に
よ
る
分
析
|
|

四
|
一
1

一
政
策
ア
ク
タ
ー
の
一
覧

は
じ
め
に
、
「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
の
策
定
に
関
与
し
た
政
策
ア

ク
タ
ー
を
時
系
列
に
整
理
す
る
。
な
お
、
ア
ク
タ
ー
閣
の
作
用
(
政
策

志
向
学
習
)
を
重
視
す
る
本
稿
で
は
、
ア
ク
タ
ー
の
持
つ
属
性
に
も
注

四

表 3:外的変数r=外的な(システム)出来事Jの該当項目(グランドデザイン)

外的な(システム)出来事 該当項目

1 )社会一経済状況の変化 「時代の変化」に関する共通の認識(例:地球・環

境時代、人口減・高齢化、地方の時代、高度情報化

時代、東アジアの連携) . 

阪神淡路大震災 (1995年 1月)

2 )統治連繋グル}プの変 内閣の変遷 u間金総点検J宮沢・細川・羽町内|樹/

化(政権交代等) fグランドデザインj村山内閣→橋本内閣)

橋本内閣成立と「行財政改革Jの争点化 (1996{j"')

3 )他の政策決定(他の政 行財政改革をはじめとする地方分権、規制緩和、情

策サブシステム)の影響 報公開等ー速の改革日

(並行する計画:首都画整備計閥、空港整備七ヶ年 i
計瞬、等)

一
一
九
六

出典:Sabatier (1988)、p.134、における「外的な(システム)出来事」を参照し、

i主l二iニ11編 (1998)国土庁殴修(1999)に法づいて整理した。

叩11:日本開発銀行政策チーム編(1996)
村正11:矢田俊文 (1999)r21世紀の関士構造と[@1:政策一一一21!Jt紀の|五u二のグラ

ンドデザイン・考jを参考した。



アクター(一覧)

審議会(1日)

決 l専門部会

員

会長:下河辺淳(元国土庁)
国土構造委(委員長:伊藤滋、 23名)・
地域社会委(委員長:成田頼明、24名)・
自然環境委(委員長:吉良竜夫、 20名)

成構表記

旧審議会
専門部会

表4

協議機関上段:決定権者(審議会)
下段:非決定権者(その他協議関連機関)

近畿・中部・四国・九州17府県、 8経
済団体の組織
<f東アジアエネルギー・情報ハイウ

エー構想Jの検討に着手)
国土庁(座長..石井威望慶大教授)14 
名
建設省・国土庁の外郭団体(会長井上
孝東大名誉教授)
国土庁(座長:香西泰日本経済研究セン
タ一理事長、都道府県委員:橋本大二
郎高知県知事他)27名
(閤土庁事務次官、地元自治体、経済

界、文化人、地域おこし団体代表ら

表2、策定過程の概要
'94.10/19を参照

会長:下河辺淳(元国土庁)、以下45名
部会長:伊藤滋(慶応大学教授)以下36名
委員会長:中村英夫(武議工業大学教
授)、委員長代理:矢田俊文以下、

28名
(向上)28名

主要審議会委員・作業G

(底土庁計画・調整局)作業G

地産研

(同左)

(同左)

(肉左)

(同左)

(問左)
(同左)

審議会

計画部会
決|専門委員会全体会

国土言十I函協会(井上孝会長)・各地方
公共団体共催
周土庁・(座長:香西泰日本経済研究
センタ一理事長)
(新交通輔の調査対象発表)

委員長・原正敏大阪府企商調態部長
委員長:下河辺淳
国土庁(委員長:下河辺淳)

(属土庁計爾・調整局)

懇談会
合宿

(同左)

(同左)国づくりシンポジウム

(1司左)

(同友)
(同左)

(阿友)
都，心調査

委員会
(表2、参照)

国土庁
(第七次空港整備五ヵ年計画の中間報

告)
(会長:村田敬二郎・自民党、マスコ
ミで発言)

闘土計画碁本問題懇談会

(建設省)
(新近畿創生推進委員会)

阪神・淡路復興委員会
東京都心地域のあり方に関す
る調査委員会

決 I~各地で計爾検討)
全国地域づくり推進協議会
(運輸省)

(問左)
(同左)

(同左)

(同左)
定|新首都推進懇談会

(日本開発銀行・日本経済研
究所)
その他:21世紀の関西を考え
る会、長岡デザイン懇談会、名
古屋薦工会議所、北海道・東北
21世紀構想推進会、ほか

表2、策定過程の概要
• 95. 6月-12J1を参照

(同左)

(同左)

間土言十闘基本問題怒談会

(図土庁「ブロック別懇談会j
開催)
その他:中部21推進協議会

定|専門委員懇談会
箱根合宿(伊藤Gx作業G)

(作業G)

k
r
 

・司
d
y

ー
期
/
開
始

「
一
二
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
H
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
)
』
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)
二
九
七

定|調査委員会・閲土庁

(作業G)

第二悶土軸構想推進協議会

(閤土庁)

地方藤業ビジョン研究会

関土計画協会

ddv 

前
段
階
/
準
備

決

定
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A
A
T
L
M
'
t

、

一
一
ー
マ
ノ

iノ

協議機関 上段決定権者(審議会) i 
災言己 機 成 良

ド段。非決定権者(その他協議関連機関j

計画部会 (同左) (同一f'_i
専門委員会全体会 (向左) ([dl上)

専門委員会小委員会 00小委 50名に増員、 5つの小委員会(人と自
t司会 然・街づくり・地域経済・基盤づく

決
り・文化と主主i活様式)

運営懇談会 (1弓tiJ 審議会会長、部会長、専門委員長、岡代

定 灘、5小委員会の康長からなる

期/ 霊

一---ー『“ーー平ー一一ー---・4同】---・ーー--戸』ー『ーー 叫層曹司h自由---ー』守納 品世』【市由』世田ーーーー』四由直-----回目『同ー------_山ー---一一--圃副
作業G I CliiJte) i .:同上)

一》 E僻描寸

表2、参撚
{者E道府民主・政令指定都市〉

A 
〈各省庁〉

地方公共凶体 ま長 2 '96. 6月以降を参照
地方経済団体・経済連合会 一 表2 '96. 7月以降を参照

非決定
例:El本海沿岸地帯振興
蝦/北海道・東北21世紀構
推進会議/太平洋新国土輸
想推進協議会
(東京湾臨海開発の計l副) (liiJt己) 国土庁

WG (fiiJ占。 審議会・計画部会会長はじめとする主
.'il!委員 (11名)

決 審議会 {同左) (向上)

品/ 爾盤

定
員十岡部会 ( liil1r:J I ( [ilfJ二)
骨ーー岳町喧町四日市町同時四---・.-世--ーー『同情丹時喧司直面 岨日噌岨佐世田戸唱副・----甲山ー------ーーーーー甲山一・.-一一---世世申占---叩』悼胡品時剖--凶-軒
作業G (戸!左) I (向上)
〈都道府県，政令指定都市〉

B 

非i定史

地方自治体 一 表2 '97. 2月以降を参照
首都圏毅備特別委員会 首都題委員会 闘士審議会
東京湾臨海地域グランドデザ 臨海地繊 閤土)1'・東京、千葉、神奈川の六都県
イン研究会 研究会 市による研究会

自民党政務調資会政縦審議会 自民党政 自民党

決定
審議会 調審議会

m / 決定w 
審議会 (同仁)

団自由岨----圃世田曲目由同---ーー唱閉曲一時由F 円台時』品由国---------ー----甲ー『 四『ーー---平戸一ー一一一ーーー-----_.._ーーーーーー明耳目・--晶同居時』四品骨四品
作業G 作業G

非i定た
地方自治体 一

L 



目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
の
整
理
の
中
で
政
策
過
程
に

関
わ
っ
た
ア
ク
タ
ー
を
川
「
全
総
の
国
土
庁
試
案
の
決
定
権
者
」
で
あ

る
「
審
議
会
」
(
こ
の
中
に
は
、
会
総
の
諮
問
・
答
申
の
主
体
で
あ
る

審
議
会
・
計
画
部
会
と
専
門
委
員
会
そ
の
他
の
関
連
組
織
と
内
閣
を
含

む
。
審
議
会
事
務
局
で
あ
る
所
轄
官
庁
の
所
轄
諜
(
以
降
、
作
業
G
、

と
呼
ぶ
)
は
公
式
な
決
定
権
者
で
は
な
い
が
、
審
議
会
の
管
理
者
で
あ

る
こ
と
か
ら
間
接
的
な
決
定
権
者
と
み
な
し
た
)
。
と
、
同
「
非
決
定

権
者
」
で
あ
る
「
そ
の
他
の
関
連
機
関
」
に
分
け
(
こ
の
中
に
は
、
『
グ

ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』
に
関
連
し
て
発
言
し
た
グ
ル
ー
プ
や
、
作
業
G
が

何
ら
か
の
理
由
で
接
触
し
た
グ
ル
ー
プ
を
含
む
。
)
、
時
期
別
に
一
不
す
(
表

4
)
。

四
l
一
|
一
一
連
携
グ
ル
ー
プ
|
唱
道
連
携
モ
デ
ル
に
よ
る
図
式
化
|

次
に
、
政
策
過
程
に
お
け
る
発
言
の
有
無
を
時
系
列
に
抽
出
し
た
。

具
体
的
に
は
、
国
土
庁
編
(
一
九
九
八
)
を
基
本
に
し
な
が
ら
、
マ

ス
コ
ミ
に
よ
る
報
道
を
参
照
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

ω決
定
権
者
に
よ

り
形
成
さ
れ
る
逮
携
グ
ル
ー
プ
の
主
構
成
メ
ン
バ
ー
、
同
政
策
ア
リ
ー

ナ
に
対
し
要
望
・
提
言
を
行
っ
た
非
決
定
権
者
で
あ
る
ア
ク
タ
ー
、
同

各
段
階
で
転
換
の
き
っ
か
け
や
調
整
の
役
割
を
担
っ
た
政
策
ア
ク
タ
ー

を
示
し
、
唱
道
連
携
の
状
況
を
整
理
し
た
(
図
2
)
。

図
2
に
示
し
た
よ
う
に
、
政
策
方
針
の
文
脈
が
、
判
前
段
階
↓
I
期、

同
I
↓
E
期
、
川
W
H↓
盛
期
、
同
班
↓
W
郷
、
の
中
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方

向
を
主
導
(
発
案
、
調
整
、
決
定
)
し
た
ア
ク
タ
ー
が
存
在
し
た
。
過

程
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω
前
段
階
か
ら
検
討
開
始
ま
で
一
所
轄
官
庁
に
よ
る
委
員
会
の
設
置
、

作
業
G
に
よ
る
事
前
懇
談
の
場
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
所
轄
官
庁
主
導

で
あ
る
。

同
検
討
開
始
か
ら
吋
基
本
的
考
え
方
』
の
提
示
後
一
作
業
G
に
よ
る

各
方
面
か
ら
の
意
見
聴
取
(
国
民
各
層
、
地
方
自
治
体
)
と
計
画
部
会

に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
(
関
係
省
庁
)
と
い
う
、
情
報
収
集
が
活
発
で
あ

る
。
同
時
に
、
専
門
委
員
会
に
設
け
ら
れ
た
各
小
委
員
会
、
及
び
計
画

部
会
で
は
、
方
針
に
沿
っ
て
各
領
域
の
政
策
の
た
た
き
台
が
作
成
さ
れ
、

節
目
ご
と
に
合
宿
や
運
営
懇
談
会
な
ど
主
要
委
員
を
中
心
に
集
約
が
行

な
わ
れ
た
。

同
中
間
報
告
で
あ
る
『
検
討
報
告
』
公
表
後
一
計
画
部
会
が
、
『
検

討
報
告
』
に
対
す
る
地
方
か
ら
の
意
見
聴
取
を
継
続
す
る
。
『
検
討
報

告
」
に
加
え
て
さ
ら
に
必
要
な
六
項
目
の
検
討
が
W
G
〈
主
要
な
一
一

名
の
委
員
よ
り
な
る
)
に
て
継
続
し
て
検
討
さ
れ
る
。
橋
本
内
閣
が
成

立
後
「
行
財
政
改
革
」
と
の
調
整
を
求
め
ら
れ
た
。
橋
本
首
相

l
l作

業
G
と
が
、
首
相
官
邸
で
行
な
っ
た
会
合
に
よ
っ
て
基
本
合
意
が
確
認

さ
れ
、
計
画
部
会
を
経
て
「
経
過
報
告
」
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
調
整
の
局
面
で
は
計
画
部
会

-
W
G
・
作
業
G
と
い
っ
た
所
糖

官
庁
主
導
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

川
間
「
経
過
報
告
』
公
表
後
一
そ
の
後
審
議
会
な
ら
び
に
計
画
部
会
は

ウ
二
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
H
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
)
』
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
国
)
ニ
九
九
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政策サブシステム

(新しい会創出〉派

審議会 (1日)
専門部会(3)

専門委員会結成(国土庁)

前段階… '92.12-

I期…・ 94.11-
(開始)

H期…'95.2-
(調整A)

迎期・・・，96.12-
(調整B)

W期…，97.10-
(決定)

一一一0
0

図2:モデル図(前段階・ I-N期)
補足資料 IJ本経済新聞H991-2000年※繍本首相 f午業Gの基本合意(97.10)後計阿部会で求認

「一一一凡例
(唱道連携グループ)

迷携(時期別)

政策ブローカー(承認)
政策ブローカ-(作業)
協議の流れ

(外的要因・利益団体)
非決定権者の要望・反発
非決定権者の支持・提言・計間

協議の中心

Cコ
一一機

一一機

。。。



答
申
に
至
る
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。
事
業
の
箇
所
づ
け
を
め
ぐ
る

折
衝
が
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ
る
(
矢
問
・
一
九
九
九
、
「
日
本
経
済
新

開
』
一
九
九
八
年
三
月
二
六
日
(
夕
)
二
一
淘
)
が
、
マ
ス
コ
ミ
で
は
、

ほ
と
ん
ど
報
道
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
作
業
G
に
よ
る
水
甑
下
の
調

整
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
協
議
の
中
心
を
要
約
す
る
。
専
門
委

員
会
を
中
心
と
し
た
協
議
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
調
毅
等
を
行
な
う

ア
ク
タ
ー
と
し
て
「
官
l
H
P
」
が
協
働
す
る
「
合
宿
」
で
の
協
議
で
普
段

婆
な
話
し
合
い
が
持
た
れ
た
こ
と

(
I期
)
、
主
要
委
員
か
ら
な
る
「
運

営
懇
談
会
」
と
作
業
G
と
の
懇
談
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と

(
E期
)

0

さ
ら
に
主
要
委
員
か
ら
な
る

W
Gと
作
業
G
と
の
懇
談

(
E綴
)
、
及

び
最
終
調
整
の
実
働
を
行
な
っ
た
の
は
作
業
G
で
あ
っ
た
こ
と

(
W期)。

以
上
が
調
整
で
主
な
働
き
を
し
た
政
策
ア
ク
タ
ー
と
考
え
ら
れ
る
。

審
議
過
程
を
通
し
て
、
審
議
会
及
び
作
業
G
と
い
う
決
定
権
者
で
あ

る
ア
ク
タ
ー
が
、
調
査
・
審
議
の
機
関
を
通
し
て
「
新
た
な
全
総
の
創

出
」
派
と
し
て
一
つ
の
連
携
グ
ル
ー
プ
に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が

特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
決
定
権
者
・
非
決
定
権
者
か
ら
な
る

対
抗
的
な
連
携
グ
ル
ー
プ
は
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
。
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

箇
所
づ
け
重
視
」
派
と
も
い
う
べ
き
動
き
は
、
大
き
な
連
携
グ
ル
ー
プ

を
形
成
す
る
に
は
至
ら
ず
、
政
策
ア
リ
ー
ナ
で
顕
在
化
し
な
か
っ
た
。

四
l
一
i
一
一
一
政
策
方
針
の
変
化

こ
こ
で
は
、
調
奈
・
審
議
内
容
か
ら
連
携
グ
ル
ー
プ
憾
の
松
途
点
を

明
ら
か
に
し
、
こ
う
し
た
「
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
」
を
め
ぐ
る
、
政
策
ア

ク
タ
ー
の
相
互
作
用
を
検
討
し
て
政
策
方
針
の
変
化
が
起
こ
っ
た
理
由

を
説
明
し
て
ゆ
く
。

こ
れ
ま
で
ア
ク
タ
ー
問
の
作
用
を
繋
理
し
て
、
唱
導
連
携
の
モ
デ
ル

図
を
作
成
し
、
連
携
グ
ル
ー
プ
の
動
き
を
把
握
し
て
き
た
。
次
に
、
政

策
ア
ク
タ
ー
官
の
調
査
・
審
議
の
内
谷
を
、
サ
パ
テ
ィ
ア
(
的
急
患
刊
で

右
翼
)
の
提
示
し
た
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
の
一
一
一
つ
の
水
準
に
沿
っ
て
、
そ

れ
ま
で
協
議
さ
れ
た
内
符
・
争
点
に
も
と
づ
い
て
整
理
し
て
ゆ
く
こ
と

に
す
る
。
具
体
的
に
は
時
系
列

(
I
l
w溺
ご
と
)
ご
と
に
連
携
グ
ル
ー

プ
で
共
有
さ
れ
た
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
を
整
理
す
る
(
表
5
)
。

次
に
行
な
、
つ
の
は
、
八
五
総
の
政
策
ア
リ
ー
ナ
に
お
け
る
政
策
志
向
型

学
習
が
行
わ
れ
た
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
策
方
針
が
、

最
終
案
へ
と
結
実
す
る
ま
で
の
流
れ
を
示
し
た
の
が
閥

4
で
あ
る
。

-
期
で
の
課
題
は
「
新
し
い
全
総
の
創
造
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

時
代
の
変
化
に
関
す
る
解
釈
や
、
そ
れ
ま
で
の
一
連
会
総
の
反
省
を
行

な
う
な
ど
、
共
通
認
識
の
確
認
の
作
業
が
進
行
し
て
い
た
。
饗
議
会
の

調
査
・
審
議
の
持
つ
こ
、
つ
し
た
政
策
方
針
に
対
す
る
対
抗
的
な
勢
力
は

無
く
、
審
議
会
内
部
で
の
調
査
・
審
議
は
方
針
を
先
導
し
て
い
っ
た
。

こ
の
時
期
の
外
的
要
国
間
に
は
阪
神
大
震
災
が
挙
げ
ら
れ
、
都
市
の
脆
弱

さ
の
克
服
・
防
災
と
い
っ
た
テ

i
マ
に
注
目
が
集
ま
る
。
地
方
自
治
体
・

ヴ
一
一
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
H
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
劉
)
』
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)
一
一
一

O
一
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地
方
経
済
団
体
と
い
っ
た
関
係
者
か
ら
は
様
々
な
援
震
が
発
表
さ
れ
た
。

H
期
に
は
『
基
本
的
な
考
え
方
』
を
受
け
て
地
方
か
ら
の
様
々
な
反

応
・
提
言
(
一
部
は
要
望
に
類
す
る
も
の
)
が
あ
っ
た
。
専
門
委
員
会

で
は
方
針
を
受
け
て
個
別
領
域
で
の
政
策
の
検
討
が
行
な
わ
れ
「
検
討

報
告
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

m郊
に
は
大
筋
で
「
検
討
報
告
』
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
し
て
追
加

六
項
目
の
検
討
が

W
G主
導
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
問
時
に
、
こ
の
時
期

に
橋
本
内
閣
が
成
立
し
「
行
政
改
革
」
が
争
点
化
し
、
そ
れ
ま
で
の
検

討
案
を
見
な
お
す
庄
カ
が
高
ま
っ
た
。
こ
の
為
政
策
面
で
の
整
合
性
を

求
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
後
作
業
G
及
、
び
数
回
の
計
画
部
会
を

経
て
微
修
正
の
後
に
『
経
過
報
告
』
と
し
て
素
案
が
提
出
さ
れ
た
。

w期
に
は
表
立
っ
た
動
き
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
審
議
会
・
計
画
部
会

で
の
検
討
も
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
水
面
下
で
は
「
個
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
書
込
み
」
を
め
ぐ
る
折
衝
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
た
よ
う
だ
(
矢

m-
一
九
九
九
、
司
-MS
。
し
か
し
折
衝
の
内
幕
は
報
道
な
ど
か
ら
は

見
え
て
こ
な
い
。

審
議
会
は
「
行
政
改
革
」
へ
の
整
合
を
求
め
ら
れ
る
以
外
は
、
政
策

を
主
導
し
つ
づ
け
た
。
ア
リ
ー
ナ
で
の
決
定
権
者
間
で
の
競
合
関
係
が

見
ら
れ
な
い
上
に
、
非
決
定
権
者
に
よ
る
発
言
に
よ
っ
て
政
策
方
針
が

左
右
さ
れ
る
と
い
っ
た
相
互
作
用
的
な
変
化
も
な
い
。
対
抗
的
な
連
携

グ
ル
ー
プ
も
現
れ
な
い
。
従
っ
て
、
複
数
の
連
携
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
そ

れ
ぞ
れ
の
主
張
に
影
響
を
与
え
合
、
つ
プ
ロ
セ
ス
す
政
策
志
向
型
学
習
)

表5:国土計繭・関連報道に見る政策方針の変遷

凡例[1構成員のうち非決定権者
!日全総の点検 *該当なし前段階

連携グループ * 「新しい金総の創出j路線

構成員 * 審議会(1日)・計画部会(1日)

主な主張 * 新しい念総として、次期金総「関|

発主義見なおしJr国際化に対応|

一一 |すぞ型空宇題全空空宇1

三
O
二

「新しい金総」の方針

連携グループ * 「新しい会総の創出J路線

構成員 * 審議会・計爾部会・専門委員会・

作業G

主な主張 * 「新たな国づくりJの指針が必要

信 念 * 地球時代・国際化=世界に関かれ

た国土

政策方針 [中部からの反発;1週土軸構想を 多軸一周土軸/;地域の自立/社会資

東京一関西・二眼レフ論と批判] 本整備(制約・方策)/新しい国土づ

くりの制度と枠組、検討※ 2

事 業

I期



「基本的考え方」提示後・各層からの意見聴取と反映(調整A)

連携グル』プ * 「新しい金総の創出」路線

構 成 員 [地方自治体・地方経済問体] 審議会・計岡部会・専門委員会・

作業 G'運営懇談会

主な主張 [各地域、団体ごとの主張] 歴史的な転換期にある国土計画

信 念 [各地域の状況に応じた提言、独 転換期(問、前段階)を前提とす

自の計画の発表] る21世紀の新たな国土計画， .地域

連携、国土の安全、自然、経済構

進、国際交流(=世界に聞かれた

国土)

政策方針 * (戦略)多自然居住地域/大都市

再生/地域連携/広域国際交流

閤/中枢拠点都市闘

事 業 (推進方式)r参加と逮携」※ 3
L 一一一一一一一一

H期

「中間報告j提示後・「行財政改革」の影響による調整(調整B)
連携グル目プ * 「新しい金総の創出j路線

構 成 員 [地方自治体・地方経済団体]W WG・審議会・計画部会・運営懇

Gの一部委員 談会・作業G

主な主張 [各地域、団体ごとの主張]公共投 “開発"に加え、保全・利用を含めた

資のありかたの再検討、地方分権 広範な国土計画財政状況が苦しい

を進める国土計画、等の検討必要 中での開発の進め方、の検討必婆

信 念 * 同上

政策方針 * (広範な関土計画→)総合化

(現、財政状況の開発→)重点、化・評

価制度・自治体や民間の分担※ 4

事 業 [事業に関連して、地方等からの発言]

具体的な事業プロジェクトの書きこみ

連携グjトプ fプロジェクト儀所づけ重視」派 「新しい全総創造J路線

構 成 員 与党政調審議会(地方自治体・地方 作業G (審議会)

経済団体)

主な主張 具体的なプロジェクトを計闘に盛り込む必要 向上

信 念 * 向上

政策方針 申
向上、 5課題・ 4戦略と分野別の施

策

事 業 各地の事業プロジェクトの継続・ 各地の声・プロジェクト(調整と

推進 反映)※ 5

出典:国土庁計爾・調整局編(1998)、f日本経済新聞j1991-1998年、『朝日新聞.111991-1995年、矢田(1999)
※ 1 四金総総点検『朝日新聞J1994年目月 6日(タ) 1商
※2 r日本経済新聞J1995年12月12日(朝) 5商
※3 医|土庁計画・調整局編 (1998)、f日本経済新聞J1996年11月17日(朝) 3商
※ 4 凶土庁針爾・調整局編 (19宮8)、『日本経済新聞11997年10月16日 腐
※ 5 r日本経済新聞J1998年 3月初日(タ) 2閥、矢田 (1999) ー

『
一
二
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
日
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
)
』
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)
一
一
一
O
一一一

m期

W期



筑
波
法
政
第
三
十
九
号
(
二

O
O
五
)

{
争
点
]

(II期)

政
策
戦
略

(イ
館

事
ロ

(IV期)ジ
エ
ク
ト

凡例く〉決定権者

「
新
し
い
金
総
」

U)tr段階)

( 1期)

非決定権者(詳細は図 2に準じる。)
函 3: j政策方針の変遷

一一一

O
四

が
観
察
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』
と
い

う
全
総
の
「
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
」
で
は
「
政
策
志
向
型
学
習
」
は

見
ら
れ
ず
、
こ
れ
ら
相
互
作
用
行
為
が
、
川
無
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、

同
審
議
会
グ
ル
ー
プ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
可
能
性
を

示
唆
す
る
も
の
、
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
本
稿
は
次
に
「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
の
審
議
会
を

構
成
す
る
政
策
ア
ク
タ
ー
に
着
目
し
て
、
相
互
作
用
の
有
無
に
つ
い
て

確
認
を
行
な
っ
て
ゆ
く
。

四
i
一
一
政
策
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用

図
!
こ

l
一
政
策
ア
ク
タ
ー
の
記
述

公
論
形
成
の
場
と
し
て
の
「
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
」
に
お
い
て
は
、

取
り
た
て
て
目
立
つ
対
抗
関
係
が
無
か
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
次

に
検
討
す
る
の
は
審
議
会
委
員
及
ぴ
作
業
G
を
中
心
と
す
る
政
策
ア
ク

タ
ー
の
実
際
の
動
き
で
あ
る
。

本
節
で
は
審
議
会
委
員
及
び
作
業
G
か
ら
な
る
政
策
ア
ク
タ
ー
の
記

述
を
行
な
う
と
共
に
、
政
策
ア
ク
タ
ー
と
「
そ
の
他
ア
ク
タ
ー
」
と
の

相
互
作
用
に
つ
い
て
確
認
を
行
な
っ
て
ゆ
く
。

川
主
要
な
政
策
ア
ク
タ
ー

専
門
委
員
会
の
委
員
長
代
理
で
、
計
画
部
会
及
び

W
G
の
メ
ン
バ
ー

で
も
あ
る
矢
悶
(
一
九
九
九
)
が
記
し
た
「
全
国
総
合
開
発
計
繭
策
定



シ
ス
テ
ム
」
(
矢
田
・
一
九
九
九
、
若
吋
ji--
】
三
、
「
同
悶
土
庁
の
組
織

編
成
と
全
総
の
策
定
体
制
約
一
は
問
、
自
信
・
。
1
H
U
)

及
び
「
国
土
審
議
会

で
の
審
議
経
過
」
(
矢
田
・
一
九
九
九
、

3
3
1
M
M
)
に
よ
れ
ば
、
-

期、

E
期
、
盛
期
の
そ
れ
ぞ
れ
で
、
次
の
ア
ク
タ
ー
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
と
さ
れ
る
。

-
期
間
に
は
、
計
画
課
(
作
業
G
)
と
専
門
委
員
会
に
よ
る
基
礎
的
な

作
業
が
夏
前
ま
で
行
な
わ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
八
月
に
「
合
宿
」
と
称

す
る
、
伊
藤
滋
計
阿
部
会
長
、
中
村
英
夫
専
門
委
員
長
を
中
心
と
す
る

審
議
会
メ
ン
バ
ー
と
作
業
G
(
五
人
の
専
門
委
員
と
計
閥
課
長
・
計
繭

官
E

企
画
官
等
)
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
集
中
協
議
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
こ

で
は
秋
以
降
の
議
論
の
下
敷
き
が
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
〈
矢
回
・
一

九
九
九
、
署
コ
ム
∞
)
。

E
期
に
は
、
「
基
本
的
考
え
方
」
提
示
以
後
「
基
本

g
襟
1
1
1
戦
略

的
政
拙
恥
i
i社
会
資
本
綾
織
の
課
題
」
に
つ
い
て
関
係
各
回
線
か
ら
の
意

見
聴
取
と
並
行
し
、
協
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
意
見
聴
取
(
作

業
G
、
叫
一
則
岡
部
会
)
が
重
要
な
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
制
問
査
・
審
議

を
拐
、
つ
専
門
委
員
会
が
増
員
さ
れ
、
組
織
も
改
編
さ
れ
た
。
調
査
・
審

議
と
投
行
し
て
、
「
運
営
懇
談
会
」
が
適
宜
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
懇
談

会
は
審
議
会
の
会
長
、
部
会
長
、
間
代
理
、
専
門
委
員
長
、
向
代
理
、

五
省
委
員
会
座
長
か
ら
な
る
組
織
で
、
ほ
ほ
月
一
度
の
ペ

l
ス
で
、
作

業
G
の
局
長
・
審
議
官
・
課
長
・
計
測
官
・
企
調
官
と
の
関
に
真
剣
な

意
見
交
換
が
行
な
わ
れ
た
(
矢
田
・
一
九
九
九
、

3
・z
t
N
O
)
。

E
期
以
降
、
継
続
し
て
、
六
章
一
要
課
題
(
首
都
移
転
、
沖
縄
問
題
、

国
土
政
策
の
あ
り
方
を
含
む
)
を
検
討
す
る
目
的
で
計
闘
部
会
の
中
に

W
G
が
設
置
さ
れ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
審
議
会
会
長
、
部
会
長
、
専
門
委

員
長
、
同
代
理
、
五
小
委
員
会
の
座
長
と
い
う
専
門
懇
談
会
の
メ
ン
バ
ー

に
加
え
、
会
長
代
理
、
部
会
長
代
理
、
の
二
名
を
加
え
た
一
一
名
と
さ

れ
る
。
こ
れ
以
降
、
実
質
的
な
協
議
は
こ
の

W
G
で
行
な
わ
れ
た
と
さ

れ
る
。証

言
に
よ
れ
ば
、
「
複
数
の
審
議
会
組
織
に
所
属
し
て
そ
れ
ら
を
媒

介
す
る
少
数
の
主
要
審
議
会
委
員
」
と
「
所
轄
官
庁
で
あ
る
作
業
G
」

の
二
者
が
、
重
要
な
局
面
に
お
い
て
政
策
の
調
査
・
審
議
を
先
導
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

間
審
議
会
の
影
響

国
土
庁
(
一
九
九
八
)
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』

を
審
議
し
た
組
織
に
は
「
審
議
会
」
「
計
画
部
会
」
「
専
門
委
員
会
」
「
W

G
」
の
閲
つ
が
一
が
さ
れ
て
い
る
(
国
土
庁
編
一
九
九
八
、
参
考
資
料
旬
凶
)
。

矢
田
(
一
九
九
九
)
こ
れ
ら
組
織
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す

る。
「
審
議
会
』
は
委
員
四
五
名
の
政
が
一
五
名
、
官
(
元
高
級
官
僚
)

一
O
名
が
占
め
る
「
政
|
位
己
主
導
の
「
頂
上
」
組
織
、
「
計
岡
部
会
」

は
委
員
が
三
六
名
の
う
ち
学
者
一
一
一
一
名
、
元
官
僚
が
二
名
と
「
官
|

尚
子
』
で
構
成
さ
れ
る
「
中
核
」
組
織
、
「
専
門
委
員
会
』
は
専
門
委
員

「
二
一
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
H
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
)
』
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
諮
(
山
田
)
一
一
一

O
五
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二
八
名
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
が
大
学
教
授
(
又
は
助
教
授
)
の
「
学
』
主

導
「
基
礎
的
作
業
」
の
組
織
と
さ
れ
る
。

要
約
す
る
と
「
頂
上
(
国
土
審
議
会
『
政

l
官
』
型
)
|
中
核
(
計

画
部
会
『
官
l
学
』
型
)

l

i

基
礎
的
作
業
(
専
門
委
員
会
克
之
烈
)
」

を
担
う
一
一
一
つ
の
組
織
が
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
状
に
構
成
さ
れ
る
制
度
と
し
て

記
述
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
前
述
し
た
よ
う
に
、
実
際
の
審
議
過
程
に
お
い
て
は
節
目
節
目

に
行
な
わ
れ
る
遂
営
懇
談
会
や
W
G
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
(
い
ず
れ
も
審
議
会
及
び
各
組
織
の
長
か
ら
な
る
組
織

で
あ
り
、
彼
ら
が
作
業
G
メ
ン
バ
ー
と
定
期
的
な
調
整
を
行
な
う
と
さ

れ
る
)
。
「
頂
上
l
中
核
l
基
礎
」
と
い
う
審
議
会
の
形
式
的
な
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
は
、
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
、
附
限
定
さ
れ
た
影
響
し
か
持
ち

得
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

逆
に
、
主
要
な
審
議
会
委
員
な
ら
び
に
作
業
G
で
最
終
調
整
を
行
な

う
と
い
う
ρ
慣
習
・
ル

1
ル
μ

(

「
合
宿
」
、
な
ら
び
に
「
運
営
懇
談
会
」

「
W
G」
+
「
作
業
G
」
で
の
協
議
、
と
い
う
慣
例
)
に
よ
っ
て
政
策

過
程
が
秩
序
付
け
ら
れ
た
函
が
否
定
で
き
な
い
。

同
「
そ
の
他
ア
ク
タ
ー
」
と
の
相
互
作
用

次
に
、
こ
れ
ら
審
議
会
委
員
と
作
業
G
か
ら
な
る
「
政
策
ア
ク
タ
ー
」

と
、
そ
の
他
の
ア
ク
タ
ー
と
の
相
互
作
用
を
各
時
期
ご
と
に
ま
と
め
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

。
六

前
段
階
・

I
期
に
お
い
て
は
、
官
l
学
連
携
の
政
策
ア
リ
ー
ナ
で
の

協
議
と
並
行
す
る
よ
う
に
、
地
方
自
治
体
・
経
済
団
体
な
ど
地
方
の
ア

ク
タ
ー
か
ら
、
各
地
域
の
実
態
に
即
し
て
行
な
わ
れ
た
計
画
の
提
言
が

相
次
い
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
官
|
学
連
携
の
側
か
ら
は
、
①
作

業
G
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
懇
談
会
の
隠
儀
(
前
段
階
、
一
九
九
四
年
九
月
)

ゃ
、
母
国
土
計
麟
に
関
連
す
る
官
民
の
様
々
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
な

わ
れ
た
。
こ
の
中
で
は
審
議
会
委
員
に
よ
る
講
演
、
イ
ベ
ン
ト
等
で
の

発
言
(
主
に
、
前
段
階
・

I
期
)
が
相
次
い
で
い
る
。

E
期
に
は
①
作
業
G
が
「
郵
便
、

F
A
X
及
、
ぴ
パ
ソ
コ
ン
通
信
等
に

よ
る
国
民
各
層
の
意
見
の
受
け
つ
け
」
(
一
九
九
五
年
二
一
月
1
一
九

九
六
年
一
一
一
月
)
や
さ
日
国
土
審
議
会
」
(
一
九
九
六
年
二
月
)
「
都
道

府
保
・
政
令
指
定
都
市
と
の
意
見
交
換
会
」
(
一
九
九
六
年
二
月
1
一一一

月
)
を
行
な
う
な
ど
、
「
基
本
的
な
考
え
方
」
に
対
す
る
関
係
各
層
か

ら
の
意
見
聴
取
に
つ
と
め
て
い
る
。

盛
期
に
は
、
①
作
業
G
が
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
に
対
し
て
書

面
調
査
「
新
し
い
全
総
に
関
す
る
意
見
の
聴
取
」
を
行
な
う
と
共
に
、

「
意
見
交
換
会
」
を
各
地
で
開
催
し
た
。
②
作
業
部
会
が
関
連
省
庁
へ

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
な
っ
た
。

w期
で
は
最
後
の
折
衝
が
水
面
下
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
地

方
関
係
者
と
の
相
互
作
用
は
見
出
せ
な
い
。
閣
議
決
定
の
直
前
に
「
自

民
党
政
調
審
議
会
」
と
の
折
衝
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。

以
上
を
要
約
す
る
と
、
政
策
ア
ク
タ
ー
が
働
き
か
け
を
行
な
っ
て
い



る
ア
ク
タ
ー
に
は
、

a
地
方
自
治
体
・
経
済
団
体
を
中
心
と
し
「
提
言
・

要
望
を
掲
げ
る
地
方
関
係
者
」
と
、

b
政
策
面
で
「
相
互
調
整
を
必
要

と
す
る
複
数
の
中
央
省
庁
」
、

c
自
民
党
政
務
調
査
会
等
の
「
政
治
団

体
」
と
い
う
三
つ
に
集
約
で
き
る
。

a
-
bと
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
の
相
互
作
用
は
、
作
業
G
を
中
心
と

す
る
意
見
聴
取
の
過
程
の
中
で
す
く
い
上
げ
ら
れ
る
し
く
み
と
な
っ
て

い
た
た
め
、
作
業
G
の
統
制
の
範
岡
内
で
の
相
互
作
用
が
中
心
で
あ
っ

た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し

E
期
末
に
公
表
さ
れ
た
最
終
案
に
至
る

ま
で
大
き
な
変
更
を
行
う
必
要
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、

a
-

b
の
ア
ク
タ
ー
の
納
得
で
き
る
程
度
に
は
相
互
作
用
が
あ
っ
た
と
見
る

の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し

E
期
末
か
ら
W
期
の
閣
議
決
定
に
至
る
ま
で
に
、
こ
の
状
況

は
一
変
し
た
。
「
個
別
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
書
込
み
」
を
め
ぐ
る
相
互

作
用
は
急
速
に
加
速
し
た
。

C
政
治
問
体
と
の
祇
が
で
は
、
開
発
型
の

全
総
を
覆
そ
う
と
し
た
「
新
し
い
会
総
の
創
出
」
派
に
よ
っ
て
提
示
さ

れ
て
き
た
方
針
に
対
し
て
、
従
来
型
の
計
蘭
へ
の
引
き
戻
し
を
は
か
る

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
箇
所
づ
け
重
視
」
派
の
目
指
す
方
向
へ
と
政
策
は
引

き
一
決
さ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

c
と
の
相
互
作
用
が
、
そ
れ

ま
で
充
分
に
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
は
H
競
合
す
る
連
携
グ
ル
ー
プ
の
聞
に
立
ち
、

議
案
を
取
り
ま
と
め
る
役
割
を
果
た
す
政
策
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
と
始
め

に
定
義
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
顕
在
化
し
た
「
競
合
す

る
連
携
グ
ル
ー
プ
」
に
対
し
、
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
役
割
を
果
た
し
得

た
の
は
作
業
G
だ
け
で
あ
っ
た
。

四
ー
ニ
|
一
一
政
策
変
化
へ
の
影
響

以
上
の
こ
と
か
ら
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
審
議
会
内
部
の
政
策
ア
ク

タ
ー
と
し
て
、
「
合
宿
」

(
I期
)
、
「
運
営
委
員
会
」

(
E期
)
、
「
W
G」

(
E期
)
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
主
な
構
成
員
は
ほ
と
ん
ど
一

貫
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
少
数
の
主
要
な
審
議
会
委
員
と
、
作
業
G
と
の

連
携
に
よ
っ
て
実
際
の
政
策
の
集
約
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
マ

ス
コ
ミ
等
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
審
議
会
の
内
部
過
程
(
審
議
会
・

作
業
G
の
一
部
委
員
に
よ
る
審
議
)
に
お
い
て
主
な
政
策
志
向
型
学
習

が
行
な
わ
れ
て
い
た
た
め
に
、
「
政
策
ア
リ
ー
ナ
」
で
は
政
策
志
向
型

学
習
が
顕
在
化
し
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

重
要
な
政
策
ア
ク
タ
ー
と
そ
の
他
の
ア
ク
タ
ー
と
の
相
互
作
用
を
見

る
と
「
地
方
関
係
者
」
及
び
「
中
央
省
庁
関
係
者
」
と
の
相
互
作
用
が
、

作
業
G
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
相
互
作
用
は
審
議
過

程
に
統
合
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
次
期
金
総
に
対
す
る
反
論
が
表
出
す

る
こ
と
も
な
く
、
審
議
は
進
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(
例
え
ば
、
ブ

ロ
ッ
ク
別
懇
談
会
(
前
段
階
)
、
一
日
閤
土
審
議
会

(
E期
)
、
都
道
府

県
・
政
令
指
定
都
市
と
の
意
見
交
換
会

{
E期

-
E期
)
、
国
民
各
層

の
意
見
の
受
付

(
E期
)
等
を
あ
げ
ら
れ
る
。
)

し
か
し
「
政
治
」
と
の
相
互
作
用
は
最
終
局
面
ま
で
充
分
に
は
行
な

ヲ
二
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
日
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
)
』
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)
三

O
七
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わ
れ
ず
、
結
局
、
政
策
ア
リ
ー
ナ
で
は
な
く
水
商
下
の
折
衝
で
最
後
の

「
個
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
慮
り
こ
み
」
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
為
吋
グ

ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』
最
終
局
面
で
の
旧
来
の
「
開
発
路
線
」
延
命
に
至

る
過
程
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
事
務
局
で
あ
る
作
業
G
の
権

限
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
マ
は
「
相
互
作

用
行
為
が
無
か
っ
た
」
の
で
は
な
く
競
合
す
る
連
携
グ
ル
ー
プ
が
顕
夜

化
し
な
か
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
そ
の
原
凶
の
一
つ
に
は
「
政
治
」
と

の
相
互
作
用
が
充
分
で
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

相
互
作
用
は
「
饗
議
会
グ
ル
ー
プ
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
た
」
と
考

え
ら
れ
、
そ
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
主
要
審
議
会
メ
ン
バ
ー
と
作
業
G

か
ら
な
る
「
官
l
学
の
連
携
』
で
あ
っ
た
。

五

結
論

吋
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」

の
機
能

こ
れ
ま
で
唱
道
連
携
モ
デ
ル
を
用
い
て
「
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
の

政
策
過
程
を
対
象
に
し
て
、
①
政
策
ア
ク
タ
ー
を
中
心
と
す
る
連
携
グ

ル
ー
プ
の
形
成
と
、
②
政
策
方
針
の
変
化
、
③
政
策
ア
ク
タ
ー
の
相
互

作
用
、
の
三
つ
の
視
点
か
ら
政
策
ア
リ
ー
ナ
を
記
述
し
た
。

こ
の
結
果
「
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
」

(
H
ア
ク
タ
ー
が
情
報
交
換

と
迷
携
グ
ル
ー
プ
の
形
成
を
行
い
な
が
ら
政
策
を
作
り
あ
げ
て
ゆ
く

相
場
)
に
お
い
て
「
新
し
い
会
総
の
創
出
」
派
と
い
う
逮
携
グ
ル
ー
プ
が

。
人

形
成
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
ま
と
ま
り
あ
る
連
携
グ
ル
ー
プ

は
政
策
ア
リ
ー
ナ
に
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

だ
が
、
詳
細
を
見
て
ゆ
く
と

m期
-w郊
に
は
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
館

所
づ
け
重
視
」
派
と
も
い
う
べ
き
潜
夜
的
な
対
抗
勢
力
が
い
た
。
こ
の

勢
力
が
顕
在
化
し
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な

堅
国
な
お
同
学
の
逮
携
』
の
形
成
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
は
対
照
的

に
、
「
政
治
」
あ
る
い
は
個
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
書
込
み
を
願
う
「
地

方
関
係
者
」
と
の
相
互
作
用
を
充
分
に
行
な
え
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
基
づ
い
て
、
全
総
の
政
策
ア
リ
ー
ナ
の
機
能
を

述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

川
ま
ず
か
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
8

の
共
有
を
通
し
て
、
連
携
グ
ル
ー
プ

を
形
成
す
る
機
能
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
「
新
し
い
会
総
の
創

造
)
派
と
も
い
う
べ
き
、
官
!
学
を
広
く
価
制
緩
し
た
迷
携
グ
ル
ー
プ
を

形
成
し
た
こ
と
。
政
策
の
一
連
の
協
議
を
通
し
て
「
新
し
い
会
総
の
創

造
一
と
い
う

ρ
政
策
信
念
M

は
、
政
策
ア
ク
タ
ー
の
問
で
共
通
認
識
と

し
て
広
く
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

同
次
に
が
運
営
の
慣
習
・
ル

1
ル
d

の
形
成
を
通
し
、
人
的
な
配
置

H

「
審
議
会
の
縦
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
対
し
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
決

定
力
あ
る
横
の
、
ネ
ッ
ト
ワ

i
ク
を
含
む
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
つ
く
る
」
機

能
が
挙
げ
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
審
議
会
の
審
議
過
程
で
形
成
さ
れ
た
「
合
格
」
や
「
運



営
懇
談
会
」
「
W
G」
と
作
業
G
に
よ
る
『
官
i
学
連
携
」
の
協
議
が

節
目
毎
に
開
催
さ
れ
、
の
べ
一

O
O
人
を
越
え
る
審
議
会
の
関
係
者
に

よ
る
調
査
・
審
議
の
内
容
を
集
約
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
方
法
で
の
集
約
を
行
な
う
こ
と
は
、
「
頂
上
l
中
核
!
基
礎
」
と

い
う
一
一
一
一
層
構
造
(
矢
田
・
一
九
九
九
)
で
語
ら
れ
た
審
議
会
の
縦
の
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
に
対
し
て
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
横
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

含
む
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
形
成
す
る
こ
と
へ
と
繋
が
っ
た
(
た
だ
し
、
こ

の
ル

1
ル
を
適
用
し
た
こ
と
に
よ
る
政
策
決
定
へ
の
影
響
の
考
察
は
、

今
後
の
課
題
で
あ
る
0
)

。

同
最
後
に
、
官
庁
に
情
報
収
集
H
意
見
聴
取
の
動
機
づ
け
を
行
な
、
っ

機
能
が
挙
げ
ら
れ
る
。

会
総
の
策
定
を
円
滑
に
進
め
た
い
作
業
G
に
と
っ
て
、
政
策
案
へ
の

関
係
各
層
の
反
応
を
把
握
す
る
こ
と
H
情
報
収
集
は
、
重
要
だ
っ
た
よ

、つだ。作
業
G
は
、
前
段
階
で
次
期
金
総
に
着
手
す
る
前
に
、
あ
る
い
は

I

期
か
ら
班
期
の
審
議
の
経
過
を
公
表
す
る
度
に
、
率
先
し
て
非
決
定
権

者
で
あ
る
地
方
自
治
体
・
経
済
界
、
及
び
関
連
す
る
省
庁
、
国
民
各
国
噛

な
ど
広
い
範
聞
の
ア
ク
タ
ー
を
対
象
に
、
意
見
聴
取
を
行
な
っ
た
。
具

体
的
に
は
「
ブ
ロ
ッ
ク
懇
談
会
の
開
催
(
前
段
階
)
」
「
郵
便
、

F
A
X

及
び
パ
ソ
コ
ン
通
信
等
に
よ
る
国
民
各
層
の
意
見
の
受
け
つ
け
」

(
H

期
)
「
一
日
国
土
審
議
会
」

(
E期
)
「
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
と

の
意
見
交
換
会
」

(
E期
)
、
「
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
に
対
す
る

番
街
調
査
・
新
し
い
全
総
に
関
す
る
意
見
の
聴
取
」

(
E期
)
「
意
見
交

換
会
」
(
阻
期
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
情
報
収
集
を
行
な
う

動
機
づ
け
を
与
え
た
こ
と
も
、
全
総
が
来
た
し
た
機
能
と
い
え
る
で
あ

ろ、っ。政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
を
記
述
す
る
上
で

A
F
C
は
あ
る
殺
度
有
効

で
あ
っ
た
。
だ
が
本
ケ
!
ス
の
よ
う
に
連
携
グ
ル
ー
プ
の
競
合
関
係
が

顕
在
化
し
な
か
っ
た
場
合
、
政
策
過
程
に
関
わ
っ
た
関
係
者
に
よ
る
証

言
に
よ
る
裏
づ
け
の
作
業
が
重
要
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
本
モ
デ
ル

を
適
用
す
る
上
で
の
限
界
を
克
服
し
て
ゆ
く
作
業
が
必
要
だ
と
わ
か
っ

た。
こ
う
し
た
課
題
を
克
服
し
つ
つ
、
政
策
過
程
分
析
へ
の

A
F
C
の
適

用
に
よ
っ
て
「
長
期
間
に
渡
る

N

政
策
信
念
・
慣
習
・
ル

l
ル
μ

の
形

成
や
変
化
」
を
捉
え
る
こ
と
は
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
側
面
を
含
め
、
国

土
政
策
を
対
象
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
本
稿
の
継
続
的
な
課
題
で
あ

る。(
1
)

政
策
ア
ク
タ
ー
の
動
き
を
規
定
す
る
も
の
定
義
に
つ
い
て
、
宮
本
(
二

0
0

。
)
に
よ
る
「
制
度
」
の
解
説
を
参
照
し
た
。

宮
本
は
「
制
度
」
を
「
相
会
の
な
か
で
、
一
定
期
間
持
続
的
に
、
人
々
の
行
為

を
拘
束
な
い
し
・
方
向
づ
け
、
人
々
の
相
双
関
係
を
定
型
化
す
る
こ
と
で
、

4

つ

の
あ
る
い
は
複
数
の
機
能
を
充
足
す
る
機
造
、
手
続
や
規
範
体
系
」
と
定
義
し

て
い
る
乙
さ
ら
に
{
法
徐
や
規
則
に
則
明
文
化
さ
れ
た
行
動
ル

l
ル
」
で
あ
る
狭

T

二
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
H
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
こ
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)
二
一

O
九



筑
波
法
政
第
三
十
九
号
(
二

O
O
五
)

義
の
制
度
に
対
し
て
、
広
義
の
制
度
を
一
公
式
の
ル
ー
ル
の
背
後
に
あ
っ
て
こ

れ
を
支
え
る
慣
習
、
役
割
パ
タ
ン
、
文
化
か
ら
、
さ
ら
に
は
日
常
生
活
の
問
主

観
的
な
意
味
構
成
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
己
と
説
明
す
る
。

(
2
〕
マ
}
チ
と
オ

i
ル
セ
ン
は
「
意
思
決
定
は
政
治
と
社
会
に
つ
い
て
の
シ
ン
ボ

リ
ツ
ク
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
」
(
玄
h
n官
官
民
包
括
局
・

3
S
L
S品4
司
・
吋
凶
)
と

の
立
場
か
ら
「
政
治
制
度
と
は
ル

1
ル
の
シ
ス
テ
ム
・
怠
臨
時
の
構
造
で
あ
る
」

(
問
、
司
ゴ
)
と
の
命
題
を
提
出
す
る
。
ル
ー
ル
や
怠
味
の
構
造
は
「
制
度
が

廿
棋
本
的
な
機
構
と
な
る
上
で
重
要
」
(
閥
、
宮
叫
凶
)
で
あ
る
と
の
立
場
を
本
稿

も
取
っ
て
い
る
。

(
3
)

「
金
総
」
と
は
、
問
土
総
合
間
開
発
法
三
九
五

O
年
制
定
法
律
第
二

O
五
分
)

の
第
7
条
第
1
現
に
規
定
さ
れ
た
公
共
部
門
が
総
合
的
に
管
理
・
開
発
す
る
た

め
に
行
な
わ
れ
る
計
制
〈
以
下
に
示
す
問
つ
の
次
元
を
参
照
。
)
の
う
ち
、
中

央
政
府
レ
ベ
ル
で
決
定
さ
れ
る
政
府
計
一
間
で
あ
る
ひ
間
同
上
総
合
開
発
計
幽
法
の

第
1
条
で
-
ぶ
さ
れ
る
国
主
計
闘
の
目
的
は
「
悶
土
の
出
判
然
的
条
件
を
考
慮
し
て
、

経
済
、
社
会
、
文
化
等
に
関
す
る
施
策
の
総
号
的
見
地
か
ら
、
関
土
を
総
合
的

に
利
用
し
、
削
開
発
し
、
及
、
び
保
全
し
、
緩
び
に
点
肱
業
立
地
の
溺
正
化
を
凶
り
、

あ
わ
せ
て
社
会
福
祉
の
'
川
上
に
資
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
こ
の
実
現
手
段
で
あ

る
行
政
計
聞
は
、
川
会
閣
総
合
開
発
計
耐
(
中
央
政
府
)
、
山
都
道
府
県
総
合

開
発
計
商
問
(
都
道
府
県
)
、
一
同
地
方
総
合
開
発
計
両
(
地
方
)
、
川
特
定
地
域
総

合
間
開
発
計
婦
問
(
特
定
地
減
)
と
い
う
問
つ
の
次
元
の
一
計
画
に
よ
り
地
帯
成
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
政
府
計
闘
の
決
定
予
絞
で
あ
る
が
、
内
閣
総
閣
聞
大

臣
が
問
土
審
議
会
に
対
し
て
諮
問
し
、
凶
土
審
議
会
は
こ
れ
を
調
査
審
議
し
て

終
申
し
、
こ
の
答
申
に
も
と
づ
き
、
内
総
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
(
協
議
決
定
)

政
府
計
衝
と
さ
れ
て
い
る
r

(
4
)

厳
密
に
は
、
筆
者
は
「
政
治
ア
ク
タ
ー
の
環
境
は
、

J

部
、
自
ら
が
裁
定
し

。

て
い
る
」
(
玄

E
F昌三
o
r
g
・
3
∞唱
H
3唱品、司・
2)
と
の
指
織
を
受
け
て
、

ア
ク
タ
ー
に
よ
る
作
用
の
積
み
重
ね
を
含
む

N

制
度
、
機
能
H

を
想
定
し
て
い

ゆ品。

(
5
)

「
政
策
信
念
」
の
綾
田
町
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
サ
ハ
テ
イ
ア

G
P
F
S
2
・

日
甲
田
田
)
の
提
示
す
る
、
政
策
信
念
の
水
準
を
-
一
一
つ
に
区
分
す
る
枠
組
で
あ
る
「
信

念
シ
ス
テ
ム
」
を
取
入
れ
る

G

サ
パ
テ
ィ
ア
は
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
の
中
で
特
に

召
川
念
」
が
も
た
ら
す
影
響
を
震
後

(
C
U
E
-
3コ
)
し
て
お
り
、
政
策
信

念
を
H

信
念
か
ら
離
れ
る
度
合
い
H

か
ら
三
つ
の
水
準
(
規
範
の
次
必
(
以
下
、

「
信
念
」
と
す
る
)
、
政
策
の
次
元
(
以
下
、
「
政
策
方
針
」
と
す
る
)
、
利
議

関
心
の
次
元
(
以
下
、
「
事
業
」
と
す
る
}
と
い
う
一
二
水
準
の
区
別
を
緩
く
ニ

に
一
以
別
し
‘
そ
れ
ぞ
れ
の
本
擦
で
は
、
政
策
志
向
製
品
ナ
削
日
の
成
不
け
が
問
問
な
る
と

い
う
仮
説
を
史
て
る
。
本
稿
の
政
策
分
析
で
も
こ
の
仮
説
を
線
用
し
、
「
政
策

俗
念
の
水
準
」
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
策
過
日
目
に
お
け
る
「
政
策
信

念
」
の
対
抗
関
係
と
そ
の
変
化
を
よ
り
綴
後
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

(
6
)

「
金
総
」
の
公
式
の
決
定
権
者
は
閣
議
決
定
を
行
う
内
閣
同
総
閣
明
大
臣
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
側
議
決
定
に
紛
ら
れ
る
前
に
ほ
に
倒
土
庁
案
で
の
各
応
出
聞
の
印
門
窓

が
議
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
審
議
会
を
事
実
上
の
決
定
権
者
と
し
て
佼
後
づ

十
た
。

(
7
)

本
稿
で
は
、
発
言
の
状
況
を
問
土
庁
・
計
画
珊
刑
務
川
崎
縦
士
九
九
八
)
及
び

問
問
土
庁
・
計
一
邸
調
務
局
編
段
修
(
一
九
九
九
)
、
矢
問
俊
文
士
九
九
九
)
、
「
日

本
終
済
新
聞
』
の
報
滋
日
記
事
(
一
九
九
一
1
i
l
l
-

一0
0
0
)
を
中
心
と
し
た
、
複

数
の
資
料
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
確
定
し
た
c

(8)

こ
の
改
編
め
似
臼
は
「
農
水
省
二
ー
建
設
省
」
「
迷
総
省
」
「
通
産
省
」
「
経
済

合
同
問
げ
」
そ
れ
ぞ
れ
の
省
庁
に
対
応
し
た
専
門
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
、



各
省
庁
出
身
の
計
一
関
・
会
副
削

aWと
課
長
が
た
た
き
台
の
作
成
・
疑
不
を
行
な
っ

た
上
で
、
専
門
委
民
会
で
の
協
議
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
段
取
り
H

ル
l
ル
化
は
可
作
業
G
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
統
制
手
段
の

4

潔
と
見
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。

(
9
)

円
審
議
会
』
に
つ
い
て
は
「
学
識
経
験
者
三

O
名
)
、
自
治
体
代
表
(
一
一
一

名
)
、
民
間
関
体
代
表
(
ゴ
一
名
)
、
及
び
各
種
団
体
の
総
裁
や
潟
市
学
長
三

O
名、

九
名
は
一
沌
官
庁
の
事
務
次
官
経
験
者
)
を
九
日
む
約
一
一
一

O
名
か
ら
な
る
学
識
経
験

委
良
と
政
治
家
の
委
民
(
一
双
名
)
か
ら
な
る
閥
五
名
(
矢
悶
・
一
九
九
九
、

て
M
)

」
で
「
政
治
家
及
び
商
級
官
僚
が
お
め
る
O

L

(

矢

m-
一
九
九
九
、
回
以
・

5
)

と
さ
れ
「
政
官
』
型
の
構
成
で
あ
る
。

(ω)
「
計
岡
部
会
』
に
つ
い
て
は
「
審
議
の
事
実

k
中
心
と
な
る
の
は
、
議
議
会

の
も
と
に
設
け
ら
れ
た
「
計
闘
部
会
」
で
あ
る
。
(
中
略
)
そ
の
部
会
委
員
は
、

審
議
会
委
員
を
兼
ね
る
二
二
名
(
元
官
僚
五
名
、
大
学
教
授
六
名
、
財
界
二
名
)

に
加
え
、
特
別
委
員
と
し
て
一
一
二
名
(
財
界
そ
の
他
組
織
代
表

A
O名、
r
h

官

僚
一
名
、
大
学
教
授
等
一
五
名
)
が
加
わ
り
、
計
二
一
六
名
と
な
っ
て
お
り
、

産
-
官
・
学
の
構
成
は
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

問
、
司
己
a

…
i
六
関
に
よ
れ
ば
、
官
と
学
は
ほ
ぼ
同
じ
人
数
を
市
め
る
こ
と
、

一
冗
官
僚
一
一
名
の
う
ち
、
経
企
庁
を
除
く
大
蔵
・
建
設
・
運
輸
・
通
産
・
自
治
・

厚
生
・
労
働
・
文
部
・
郵
政
・
農
水
の
…

0
省
庁
O
B
が
事
務
次
官
の
経
験
者

で
あ
る
こ
と
、
部
会
長
は
元
東
京
大
学
工
学
部
教
授
、
部
会
長
代
理
は
元
大
蔵

省
事
務
次
で
あ
る
。
こ
れ
は
藤
・
官
・
学
バ
ラ
ン
ス
型
構
成
と
い
う
よ
り
、
事

務
次
官
絞
験
者
か
ら
成
る
官
の
が
頂
上
H

委
員
と
学
と
の
迷
携
を
中
執
に
し
た

構
成
に
も
見
え
る
。
「
中
核
と
な
る
計
画
部
会
で
は
一
応
官
僚
と
研
究
者
が
波
立

し
(
後
略
)
」
(
矢

m-
一
九
九
九
、
-u
・5
)
の
解
説
か
ら
「
官

l
学
』
裂
の
構

成
と
見
ら
れ
る
c

(
日
)
「
出
守
門
委
員
会
』
に
つ
い
て
「
事
実
上
の
「
た
た
き
台
い
づ
く
り
に
参
}
附
す
る
専
門

委
員
会
と
な
る
と
「
学
』
主
導
が
鮮
明
と
な
る
。
専
門
委
員
二
人
名
の
う
ち
ほ
と

ん
ど
が
大
学
教
授
戸
又
は
助
教
授
)
で
こ
れ
に
悶
立
の
研
究
所
・
民
間
の
シ
ン
ク

タ
ン
ク
・
食
業
人
の
中
と
い
う
専
門
知
識
を
も
ち
よ
っ
て
議
論
に
参
加
す
る
形

ー
と
な
っ
て
い
る
。
」
(
以
上
、
矢

m-
…
九
九
九
、
引
去
)
矢
田
は
、
専
門
委
員
会
を

「
(
前
略
)
恭
礎
的
作
業
で
は
研
究
者
が
主
導
す
る
、
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
を

形
成
し
て
い
る
」
(
矢

me
一
九
九
九
、
七
広
)
と
解
釈
す
る
。

(
ロ
)
具
体
的
に
は
、
次
の
通
り
。

I 階段前
期
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く 北東ムムウ ニτ ン
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ポ

ン
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ン ら

ウ な

日 ム
る
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俊間文

l上可 -九A 時期
九

九九
九 九

九 九 九 九
1i 五 1，: P耳 DH 
4二 年 年 年 fド

7 

|月
月

H I }i 

(
門
川
〕
矢
聞
の
吋
紘
一
…
け
で
は
「
段
後
の
五
ヶ
月
は
、
完
全
に
図
土
庁
ベ
ー
ス
、
も
っ
と

言
え
ば
地
方
政
財
官
会
と
地
方
選
出
の
問
会
議
員
と
官
僚
に
よ
る
側
別
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
選
別
と
記
述
の
仕
方
を
め
ぐ
る
機
烈
な
折
衝
が
行
な
わ
れ
、
す
で
に

守
二
世
紀
の
悶
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
(
H
第
五
次
会
閣
総
合
開
発
計
断
)
」
の
政
策
決
定
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)
一
一
二
一



筑
波
法
政
第
一
一
一
十
九
号
(
一
一

O
O
五
)

審
議
会
委
員
、
部
会
委
員
、
専
門
委
員
の
手
を
縦
れ
た
と
見
る
の
が
順
当
の
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
、
各
方
面
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
大
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
つ
き
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
脅
さ
こ
ま
れ
る

こ
と
に
な
っ
た

G

最
後
の
五
ヶ
月
は
政
治
主
導
の
詰
め
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、

明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
。
(
矢
mm-
一
九
九
九
、
司
自
己
)

(
H
H
)

「
自
民
党
政
調
審
議
会
」
と
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
「
政
府
は
投
資
額
の
明

一
不
を
見
送
る
な
ど
新
た
な
開
発
手
法
を
模
索
し
た
も
の
の
、
参
院
選
を
按
え
た

自
民
党
に
押
し
き
ら
れ
た
格
好
だ
。
過
去
の
会
総
の
「
品
闘
の
遺
産
』
と
さ
れ
る

苫
小
牧
東
部
開
発
な
ど
必
要
性
の
薄
い
赤
字
事
業
の
巻
く
泣
き
も
見
送
り
、
政

府
に
よ
る
国
土
計
爾
の
限
界
を
露
呈
し
て
い
る
」
(
『
日
本
経
済
新
開
」
…
九
九

八年一一
A

月
二
六
日
(
夕
)
二
副
)
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

〈
資
料
・
文
献
リ
ス
ト
〉

(
資
料
)

凶
土
庁
計
耐
問
・
調
整
局
編
(
一
九
九
八
)
吋
凶
土
総
合
開
発
法
第
七
条
一
項
に
基
づ

く
全
国
総
合
開
発
計
爾
一
二
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』
大
蔵
省
印
刷

局凶
土
庁
計
磁
・
調
接
持
捻
修
士
九
九
九
)
「
一
二
世
紀
の
関
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ

イ
ン

!
l地
域
の
自
立
の
促
進
と
美
し
い
悶
土
の
創
逃
l
l
t新
し
い
会
凶
総
合
開
発

計
凶
の
解
説
』
時
事
通
信
社

日
本
開
発
銀
行
問
土
政
策
チ
1
ム
二
九
九
六
)
円
変
わ
る
日
本
の
国
土
構
造

l
i

新
し
い
国
づ
く
り
の
悦
点
』
ぎ
ょ
う
せ
い

失
問
俊
文
(
一
九
九
九
)
吋
一
二
段
紀
の
悶
土
構
造
と
闘
士
放
仲
良
3
1
1
・
二
世
紀
の

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
考
』
大
明
堂

『
日
本
綾
済
新
聞
』

一
九
九

ι

年
1
二
0
0
0年

(
文
献
)

伊
藤
修
一
郎
(
二

O
O
二
)
「
社
会
学
的
新
制
度
論
」
河
野
勝
・
山
石
崎
正
洋
編
「
ア

ク
セ
ス
比
較
政
治
学
』
日
本
経
済
評
論
社

小
野
耕
一
一
(
一
一

0
0
こ
「
社
会
科
学
の
理
論
と
モ
デ
ル
一
一
比
較
政
治
』
東
京
大

学
山
川
版
会

北
版
欽
也
(
一
九
九
問
)
「
日
開
士
一
計
断
」
西
尾
勝
・
松
村
岐
夫
編
一
議
燦
行
政
学

政
策
と
行
政
(
第
三
巻
)
』
有
斐
閣

河
野
勝
(
ご

O
O
一
一
)
「
新
し
い
比
較
政
治
学
へ
の
序
奏
」
河
野
勝
・
岩
崎
正
洋
一
総

門
ア
ク
セ
ス
比
較
政
治
学
』
日
本
経
済
評
論
社

行
政
鶴
岡
潔
庁
(
一
九
八
凶
)
「
行
政
計
断
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
開
閉
す
る
綴
査
研
究
結

果
報
告
書
t

行
政
計
閣
の
実
行
性
』

篠
原
一
(
一
九
七
七
)
「
市
民
参
加
』
岩
波
書
応

下
河
辺
淳
(
一
九
九
問
)
「
戦
後
国
土
計
一
幽
へ
の
証
言
」
日
本
綬
済
評
論
社

総
合
開
発
研
究
機
構

(
N
I
R
A
)
三
九
九
六
)
「
戦
後
図
土
政
策
の
検
桜
台
政
策

担
当
者
か
ら
の
銃
器
一
同
を
中
心
に
}
上
・
ド
、
総
合
研
究
開
発
機
構

手
烏
孝
三
九
九
一
)
「
ネ
オ
行
政
国
家
論
』
木
鐸
社

中
村
測
治
郎
(
一
九
八
七
)
「
戦
後
図
土
政
策
の
変
遂
と
閉
会
総
一
『
都
市
問
題
」
第

七
八
巻
第
一
二
号
一
九
人
じ
年
一
二
月
号
東
京
市
政
調
査
会

本
間
義
人
(
一
九
九
二
)
「
関
士
計
闘
の
思
惣

l
l全
国
総
合
開
発
計
酬
の
一
六
十
年

(
都
市
叢
脊
)
』

町
村
敬
志
士
九
九
四
)
「
「
世
界
都
市
」
東
京
の
構
造
転
換
l
i
e都
市
リ
ス
ト
ラ
ク

チ
ユ
ア
リ
ン
グ
の
社
会
学
』
東
京
大
学
出
版
会

御
料
刷
胤
貝
(
一
九
九
五
)
「
国
土
計
画
と
関
発
政
治
l
i
!日
本
列
島
改
造
と
高
度
成
長
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